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長崎県教育方針

長崎県の教育は、国際交流の歴史が息づく郷上の伝統と文化を継承し、豊かな自

然を守るとともに、命の尊さや個人の尊厳を重んじ、公共の精神を身に付け、我が

国や世界の平和 と発展に貢献 していこうとする調和のとれた人間の育成をめざす。

学校・家庭及び地域住民は、「教育県長崎」の確立のため、自らの役割と責任を認

識し、互いに手を携え、県民挙げて子どもたちを健やかに育むとともに、生涯にわ

たって学び続けることのできる社会の実現を図る。

とくに、教育に携わる者は、子どもたちに深い愛情を注ぎながら、その使命を自

覚し、識見と指導力を高め、本県教育の充実と発展に努めなければならない。

1 長崎県の教育に求め られる教職員像

～教えの専門家 。学びの専門家として学び続ける教師～

第四期長崎県教育振興基本計画 (令和 6～ 10年度)が、社会の変容や教育を取 り巻

く状況 (グ ローバル化の進展や環境問題など地球的規模の課題、生成AIの 出現やD

X化など社会の急激な変化への対応等)を踏まえ、教育基本法や長崎県教育方針に掲

げる理念を具現化するために策定され、その中で、基本テーマ「つなが りが創る豊かな

教育」の下、一人一人に応じた最適な学びを提供する」「新 しい時代に求められる魅力

ある学校をつ くる」等、 4つの政策の柱に基づいて施策が示されている。

新 しい時代を生きる子 どもたちには、変化の激 しい予測困難な時代においても、多

様な人々と協力しながら様々な社会的変化を乗 り越え、一人ィ人の豊かで幸せな人生

と社会の持続的な発展を実現 していくことが期待されている。

教職員は、教育を受ける子 どもたちの人格の完成 を目指し、その資質の向上を促す

といった重要な職責を担っている高度専門職である。また、ふるさとや世界の将来を

担 う子 どもたちを育むという認識の下、子 どもたちへの深い愛情 と教職に対する使命

感をもち、県民から信頼される存在であることが求められている。

長崎県の教職員としてその職責を果たすためには、教え導 く者 としての基盤である

人間性 を磨き、教育の専門家 としての力量を高めなければならない。子どもたちの「成

長の基盤 となる資質能力」を的確に捉え、中教審答申等で示された「個別最適な学び」

「協働的な学び」の充実や、「探究的な学び」といつた視点からの学びの捉え直しを行

い、新 しい時代 を生きる子 どもたちを育成することが求められる。加えて、上記のよう

な学びを展開するためには、教職員自身、探究的に学び続けなければならない。教えの

専門家・学びの専門家としての冷持を持ち、自律的に学び続ける教職員であつていた

だきたい。
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2 教職員研修計画の策定に当たつて

「令和 7年度 長崎県教職員研修計画」は、第四期長崎県教育振興基本計画の「つな

がりが創る豊かな教育」といったテーマを踏まえ、中教審答申 (令和 4年 12月 )に よ

つて示された「新たな教師の学びの姿」の実現 (個別最適な学び、協働的な学びの充実

を通じた「主体的・対話的で深い学び」)を 目指す内容に改定 した。

なお、「長崎県 教員等の資質の向上に関する指標 (令和 5年 3月 改訂 )」 には、長崎

県の教員等に求められる姿を、職種や職歴に応じて示している。指標は、資質の向上を

図る際の目安であり、職責、経験及び適性に応じて更に高度な段階を目指す手掛か り

となるものである。次頁から、その指標を掲載する。

(教職員研修計画策定の経緯 )

教職員の資質向上に向けては、養成・採用・研修を通 じた新たな体制の構築のため、

教育公務員特例法が二部改正 (平成 29年 4月 1日 )さ れ、任命権者には、「教員の資

質向上に関する指標」を策定するとともに、その指標を踏まえた教職員研修計画の策

定が義務付けられた。

そこで、平成 29年度、関係法や改訂学目指導要領及び「長崎県教育方針」、「長崎県

総合計画」、「長崎県教育振興基本計画」等の趣旨に則 り、学校代表、大学関係者、保

護者代表、行政関係者等で組織する「長崎県教職員資質向上協議会」での議論を経て、

平成 29年 8月 、公立の小学校等の校長及び教員 としての資質向上に関する指標を策

定した。

長崎県ではこれまでも、教職員の資質向上に向け、関係法や県の施策に則って研修

体系や基本方針を定め教職員研修の充実に努めてきたが、新たに策定した指標を踏ま

えて従来の教育計画を改めて見直し、求められる教職員像並びに研修体系の基本方針

とその展開の骨格を定め、平成 29年 12月 「平成 30年度 長崎県教職員研修計画」を

策定した。令和 4年度までの教職員研修計画は、この指標 を踏まえて策定を行ってき

た。

「改正教育公務員特例法に基づく公立の小学校等の校長及び教員 としての資質の向

上に関する指標の策定に関する指針の改正等について (令和 4年 8月 31日 付 )」 の通

知において「教師に共通的に求められる資質能力の構造化」や「校長に求められる資

質能力の明確化」が示されたことを受け、長崎県の教職員に求められる指標 (平成 29

年策定)を 改訂注1し 、「令和 5年度 長崎県教職員研修計画」を策定した。

注 1 具体的には、「教諭等」「養護教諭」「栄養教諭」の指標については、通知に示された教師に共通的に求められる資

質能力としての 5つ の柱、「教職に必要な素養」「学習指導」「生徒指導」「特別な配慮や支援を必要とする子供への対応」「ICT

や情報・教育データの利活用」を踏まえて現行の視点を再整理し、「ICTや 情報・教育データの利活用」に関する視点を追加

した。「校長等」の指標については、同通知で示された改正のポイント「資質能力の明確化」を踏まえ、今後特に求められる

「フアシリテーション能力」や「教育に関するアセスメント能力」に関する視点を追加した。
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長崎県 故曲等としての資質の向上に関する指標 (1湘s隼8月改∬)

耳説名 範

教諭等 小中高特

ステージ

(求められる姿)

視  点

第 4ステージ

新規採用時 1～ 5年目 6年目～ 11年目 12年目～ 16年目 17年目～

新規謀用教員として、学習
指導や生徒指導等の基礎的な
事項を理解している

組織の一員として教育活動
を展開し、学習指導や生徒指
馨等の実践力を磨 く

ノレミドルリーダーとし
て、組織運営に参画したり、
学習指導や生徒指導筆の専門
性を高めたりする

ミドルリーダーとして、組
鰹 曽を推進したり、学習指
尊や生徒指導等の高度な実と

'を展開したりする

組織のリーダーとして、積
極的に学校経営に参画した
り、学習指導や生徒指導箸に
おける高度な指導力を教麟員

(1)

教馬晩に必要な素養

A

法令遵守
人権尊重の精神

法令遵守の精神を身に付け

人権意機、人脇ぼ!光 を身に
付けている

法令蓮守の精神を踏まえ、自ら範を示すとともに児童生徒
に指導することができる
人権尊重に基づいた児童生徒理解をし 指導するととも

に、学校の人権教育推進のために行動することができる

法令建守の精神を教職員に指導することができる
学校の人権教育を企画、推進することができる

B

対人関係能力
社会性

他者とコミュニケーション
を図りながら、自らの課恵解
決に努めている

自分や学級の児童生徒の課
題を認識し、管理聴 同様に
旧談しながら解決に向けて行
動することができる

学年 (学校)で生している
課題をl巴握し、管理H税 同様
に相談しながら解決に向けて
行動することができる

学校全体に関わる課題を把
層し、教職員の意見等をとり
まとめ、実効策を示すことが
できる

学校内外の課顔を把握し、
その課題解決に向けて、教職
員に指導助目をし、改善に努
めることができる

C

児童生徒への要稽
教職に対する使命感

教育公務員の使命を理解
し、児童生徒への教育的愛情
をもつている

教育公務員としての自党の
もと、児童生徒への教育的愛
1育 と学び続けるな欲をもち、
(a織の一員として行日とするこ
とができる

教育公務員としての自党の
もと、児童生徒への教育的愛
情と学び続ける志欲をもち、
組織を章SIす る働きができる

教育公務員としての深い自党のもと、児童生徒への教育的
猛信と学び続ける意欲をもち、組織のな議と行コ,力 を高める
ことができる

D

長崎県への郷土愛

ふることの特色 (地理、歴
史、文化奪)を 理解し、愛岩
をもっている

長崎県の時色を理解し、そのよさを児童生徒たちに伝える
とともに、自分たちが住んでいる地域のよさや課額について

取り上げることができる

長備県や自分が住んでいる地域に誇りをもたせ、そのよさ
,課霞について学習を仕組むことができる

(2)

学校運営

連携 `協働

E

組織題営カ
同僚性 .協働性

学観和イエの基本的な役割と
B職務内容、学校組織や校務分
掌等について理解している

学校浮文育自標を理解すると
ともに、学l鋭整曽及び教科経
営の方針を策定し、同僚性や
協働性を発揮しながら、実践
することができる

に、学級縦営、教科経営及び学年

l饉 営等の方針を策定し、同僚性や

鵬働性を発揮しな力【ら、積極的に

教科l野営や組織運営におい
て、同僚性や協働性を醸減す
るとともに、その実践を評価
し、改善につなげることがで
きる

同僚佳や協働性を憩成するととも

に その実践と評価し、改善につ

テょげたり、教取員に指導助音をし

F

保護者 ‐地ll良 関係機関
等との連携カ

保護者、地域、関係機関筆
との連携の必要性及び協働の

仕方を理ら平している

保護者、夕と!″虎、関係機関筆
と康1亜的に関わり、地域とと
もにある学校の一員として、
瞳携 協働した対応をするこ
とができる

保護者、地域、関係機関等
と機種的に関わり、地域とと
とにある学校の核として、連
携 協動した対応をすること
ができる

「触域とともにある学校Jの実現に向け、保護者、地域 ,

関係機関モ.と の連携 協働のネットワークの確立ができる

G

危機管理能力

学校保健安全法に基づく、
危機管理を合む学校安全の日
的と具体的な取組を理解して

安全に配慮した数室環境等
の整備と、危機を察文 した際
の迅速オ連絡ができる

危機を予測した未然防止の
取組と、危機を泰知した際の
d速な連絡ができる

危機を予測した未然防止の
Ck,ユ と、危機の早期発見、早
朋対応の取組を行うことがで
きる

危機の未オミ防上のための組
織的対応、学校環境の抜本的
改普及び危機の再発防止の取
絶を催進することができる

(3)

教育課程

学習指導

教科等に関する
知識・教養

担当する教科等に関する基
適的知識を身に付けている

担当する教科等に関する知
職を高め、指導に生かすこと
ができる

担当する教科等に関するこ
問的知識を身に付け 指導に
生かすことができる

担当する教科等における専門性を高め続けるとともに、学
陵の半晋指導上の漂題について、教磯員に指導勘言とするこ
とができる

1

授業構想カ

カリキュラム マネシメン
トの考え方を理解 し、地嫁の
人材等と活用するなとして、
学習指導要額及び児童生徒の
実態に基づいて指導計画を作
F見 し、授業を組み立てること
ができる

カリキュラム マネジメン
トの考え方を生かし、地域の
人材等を活用するなとして、
学習指導要領及び児童生徒の
案態に基づいた指導計画を作
成し、深い学びの実現を図る
単元や授業の組み立てを工夫
することができる

学習指導要傾及び自校の特
建〕に基づき、地域との連続
脇働を図って、カリキュラ
ム マネシメントの考え方を
生かして指導計画を立案し、
え個することができる

学習指導要傾及び自校や地
域の特色に応したカリキュラ
ムを考え、具体イヒに向けて取
り組むことができる

J

授業展開カ

授業展開に必要な基礎的ス
イルを理体平するとともに、適
刀な教材を活用する基礎的な
竜力を身に付けている

児童生徒の実態を踏まえ、
基礎的なスキルを向上させる
とともに、道切な教材を活用
した投葉を展開することがで
きる

児童生徒の特性を理解し、
教科筆の見方 考え方を生か
すなとして、主体的 対話的
で深い学びを実現する授業を
展開すること,サ て`'き る

筆の見方 考え方を生かすなrし
て、主体的 対話的で深い学びを

更現する僚葉を展開するととも

に、歌Iは氏に指導Rう言とすること

学校の課題解決を図るため
の授業展開を工夫し、授業改
善に向けて教麟貝に指導助言
をすることができる

(4)

学級経営

児童生徒理解

生徒指導 等

K

集団づくりのカ

理想とする学級像をもち、
月菫生徒の発連段階に応じた
率団のなり方を理解 している

学級の児童生徒一人一人の
奥態や学級の課題を提え、
個々の自立を促し、相互に高
め合う集回づくりを目指すこ
とができる

学年全体の児童生徒の実態
を把握し、より望ましい集団
づくりを

'コ

縦苗樹に進めること
ができる

学校全体の児童生徒の実態を把握するとと
した対応策を提案し、実践することができる

もに、課題に応

L

児童生徒理角早カ

教育相談の意残や理誇、必
要な基礎的知識 (カ ウンセリ
ングに関する基礎的事柄と台
Ь.)を 理解している

教育相談の墓確的なスキル
を身に付けるとともに、児童
生往に寄り添い、気持ちや行
動の背景を理解しようとする

教育相談や日常の観察を通
して、児童生徒の気持ちや行
動の背景を理解することがで
きる

教育相談や日常の観来を通
して、児童生徒の気持ちや行
動の背景を多様な角度から理
解することができる

望ましい教育相談のたり方
や、日常の観家の観点等につ

`ヽ
て、教職員に指導助言を

し、学校全体の児菫生徒理解
力を高めることができる

出

個別の児童生徒への

対応カ

児童生往の状況をle握する
にめの基礎的な事項ギう校内外
み連挑も合めた対応のなり方
と理解している

個々の児童生徒のテ沢況を理
解し、先輩教員からの動言を
受けながら、状況に応じた適
切な拍導や支援とすることが
できる

個々の児童生徒の状況と理
解し 同僚と協力しながら、
状況に応した適切な指導や支
援をすること力1できる

個々の児童生往の状況に応
して進切な指導や支援をする
とともに、保護者や他機関と
題挽し、生徒指導体制を構築
することができる

指導や支援が必要な児童生
徒への対応方針を立て、保護
者や他機関と連続を図りなが
ら、生徒指導体制を強化する
ことができる

N

児童生徒の将来を
育むカ

キャリア教育の意畿や考え
万及び指導の在り方を理解
し 児童生後の夢や値れ、志
と育もうとする意欲をもって
′ヽる

キャリア教育の視点をもっ
て、児童生徒の夢や恒れ、志
を青む学習や体験を仕組むこ
とができる

キヤリア教育の視点をもっ
て、児童生徒の夢や憶れ、志
を青む学饗や体験を深化させ
ることができる

学校全体のキヤリア教育を
離進し、金校の児童生徒の夢
や饉れ、志を青む学習や体験
を企画、実践することができ

学校全体のキヤリア教育を
腟進し、その意義や方法、評
価のなり方筆を教職員に浪透
きせることができる

(5)

特別支綴教育

0

特別な配慮を必要
とする児童生徒への

指導カ

小
中
高

特別支搬教育の意機や発連
噂告等について基礎的な事項
と理解している

個々の障害に対して適切に
対ドし、テるとともに、特別支援
教育の理念や意とを全体の教
育に反映させることができる

保餓者や関係機関等と連携
し、個別の対応を充実させた
り、学校の特別支援教育体制
を構築したりすることができ

個別の対応について教職員
に指導効言をしたり、中核と
なって学校の特別支援歌菅体

“

Jを強化したりすることがで
きる

特

特別支搬散青の意義と理解
するとともに、障害種につい
て基礎的な知隠を身に付けて
1ヽる

障害特性を理解し、偶々の
発達課題について適切な把観
及び対応を行うことができる

様々な障害に対して理解を
1案め、発達課題に応じた指導
計画の立案、改善及び指導や
支援を適切に行うことができ
る

保護者や欄係機関等との相
談を進切に行うとともに、教
戦員に指導羽b言 をすることが
できる

様々な障害について高度な
い田的知識と指導力を持ち、
キ核となって特別支援教育を
隆進すること力1て'き る

(6)
ICrや情報 教育
データの利活用

P

ICTの利活用
情報活用能力の育成

資員 権力の青成を目指し、授
確及」僚務におけるICTの利活

資質 能力の菅戒 を目祐
し、 ICTを 利活用 した授業
を展開するとともに、校務の
購報化を図ることができるすけてヽ る`

Q
教育データの利活用

教育データの道切な利活用
とついて、基礎的な知識及び
支能を身に付けている

各種システム等の教育デー

タを利活用 して、よりよい学
びの創出を目指した授業実

=翼彗を行うことができる

各種システム等の教育デー
タを児童生徒の実態に応 して
歯切に利活用 して、よりよい
学びを創出する授業実整見等を
行 うことがで きる

各種システム等の教育データを児童生徒の実態に応して適
切に利活用して、よりよい学びを創出する授業実鍛等を学校
鶴描全体で推進することができる

3



長崎県 養護教諭としての資資の向上に関する指標 (令和5年3月改∬)

職 名 種 種

養護教論 小中高特

ステージ

(求められる姿)

視  点

第 1ス テ ー ン 第 2ステ ー ジ 3ステージ 密 4ス テ ー ジ

新規採用時 1～ 5年目 6年目～11年目 12年目～ 16年目 17年 目～

新規採用教員として、養護
致論の専門領域における職務
や生徒指導等の基礎的な事項
を理解している

組織の一員として教育活動
を展開し、養護教諭の専門領
城における職務や生徒指導等
の実践力を磨く

プレミドルリーダーとし
て、組織運営に参画したり、
整護教,aの導岡9)真域における
機務や生徒指導等の専門性を
高めたりする

ミドルリーダーとして、組
織運営を推進したり、養講 文
諭の導円領域における職務や
生徒指導等の高度な実践を展
開したりする

組織のリーダーとして、積
極的に学校経営に参画した
り、養護教諭の専門領域にお
ける職務や生徒指導等におけ
る高度な指導力を教職員に広
げたりする

(1)

教職に必要な素養

A
法令遵守

人権尊重の精神

法令道守の精神を身に付け
ている
人権意識、人権感覚を身に

付けてヽヽる

え、自ら駕Iを示すとともに児童生徒に

をし、指導するとともに、
ることができる

法令連守の精神を孝文戯員に指導することができる
学校の人権教育を企画、推進することができる

B

対人関係能力
社会性

他者とコミュニケーション
を図りながら、自らの課題解
庚に努めている

自分や児童生徒の課題を認
識し、管理職 同僚に相談し
ながら解決に向けて行動する
ことができる

学年 (学校)で生じている
課題を把握し、管理職 同僚
に相談しながら解決に向けて
行動することができる

学校全体に関わる課題を把
握し、教鳳碇員の意見等をとり
まとめ、実効策を示すことが
できる

学校内外の課題を把握し、
その課題解決に向けて、教職
員に指導助言をし、改善に努
めることができる

C

児童生徒への愛情
教職に対する使命感

教育公務員の使命を理解
し、児童生徒への教育的愛情
をもつている

教育公務員としての自覚の
もと、児童生徒への教育的愛
情と学び続ける意欲をもち、
組織の工員として行動するこ
とができる

教育公務員としての自覚の
もと、児童生徒への教育的愛
情と学び続ける意欲をもち、
組織を牽引する働きができる

教育公務員としての深い自党のもと、児童生徒への教育的愛
情と学び続ける意欲をもち、組織の意識と行動力を高めること
ができる

長崎県への郷上愛

ふるさとの特色 (地理、歴
史、文化等)を理解し、愛着
をもっている

長崎県の特色を理解し、そのよさを児童生徒たちに伝えると
ともに、自分たちが住んでいる

'と

域のよさや課題について取り
上げることができる

長綺県や自分が住んでいる地域に誇りをもたせ、そのよさや
淵題について学習を仕組むことができる

(2)

学校運営

連携・協働

組織運営力
同僚性・協働性

養護教諭の基本的な役割と職
務内容、学校組織や校務分掌
等について理解している

学校教育目標を理解すると
ともに、学校保健にかかる活
動を計画し、同僚性や協働性
を発揮しながら、実戯するこ
と力1できる

学校教育目標を理解すると
ともに、学校保健にかかる活
動を計画し、同僚性や協働性
を発揮しながら、積極的に実
践することができる

学校保縫にかかる活動にお
いて、同僚性や協働性を醸成
するとともに、その実と宅を評
lnし 、改善につなげることが
できる

学校保健にかかる活動にお
いて、同僚性や協働性を醸成
するとともに、その実践を評
価し、改善につなげたり、教
職員に指導助言をしたりする
ことができる

P

保護者・地域 関係機隈
等との連携力

保護者、地域、関係機関等
との連携の必要性及び協働の
仕方を理解している

保護者、地J茂、関係機関等
と積極的に関わり、地域とと
もにある学校の一員として、
こ挽・1協働した対応をするこ
とができる

保護者、地域、関係機関等
と積極的に関わり、地域とと
もにある学校の核として、連
携 協働した対応をすること
ができる

「地域とともにある学校Jの実現に向け、保護者、地域、関
系機関等との連携 協働のネットワークの確立ができる

危機管理能力

学校′漂健安全法に基づく、
P巴機管理を含む学校安全の目
的と具体的な取組を理解して
いる

安全に配慮した教室環境等
の整備と、危機を察知した働崇
の迅速な連絡ができる

危機を予測した未然防上の
取組と、危機を察知した際の
迅速な連絡ができる

危機を予測した来然防止の
取組と、危機の早期発見、早
期対応の取組を行うことがで
きる

危機の未然防止のための組
織的対応、学校環境の抜本的
改善及び危機の高発防止の取
組を推進することができる

(3)

養護教諭の専門領域
における職務

H

保健管理

学校保健安全法を理解する
とともに、児童生徒の実態把
握の必要性を認識し、イ果健管
理を実践できる基礎的な知識
を身に付けている

児童生徒の健康課題を把握し、課題解決に向けて取
がら、通切かつ円滑に保健管理を実践することができ

り組みな
る

保健管理について中核的役
割を果たすとともに、保健情
報を総合的に評価し、把握し
た健康課題の解決に向けて紐
織的対応ができる

学校における事件事故 災
害に備えた敷急体制や心のケ
アの支援体制を整えるなど、
保健管理について学校運営に
参画することができる

保健教育

学習指導要領の内容を理解
するとともに、保健教育を実
践できる基本的な知識を身に
はけて,ヽる

学習指導要領を踏まえなが
ら、養護教諭の専胃性を生か
した

'保
健教育ができる

児童生徒の発達段階や健康課題に応じて、教材を工夫し、関
係職員等と連携しながら、効果的な保健教育に取り組む事がで
きる

保縫教育について、教育課
経の編成 実践 評価をもと
に全体計画を作成することが
できる

J

健康相談

学校保健安全法を理解する
とともに、児童生徒の実態把
腟の必要性を認H職 し、健康相
談を実戯できる基礎的な知識
を身に付けている

健康診断の結果や日常の保
健室来室状況等を踏まえて、
他の教職員と連携しながら児
童生徒の発達段階や健康課題
に応した健康相談ができる

児童生徒の心身の健康蘊 を総合的にとらえ、校内支援体制
の充実に向けてコーディネーター的な役割を果たしながら、学
校医等の専門職や保護者、地域の導間機関等と連携し、適切に
対応できる

児童生徒の心身の健康課題
に関して、教爾員に対し指導
的役割を果たすことができる

保健室経営

学校保健安全法による保健
室の役割や機能を理解してい
る

学校教育目標や学校保健目
標などを受け、児童生徒の心
身の健康づくりを効果的に進
めるための保健室経営計画を
立て、取り組むことができる

保健室経営計画を、教職員、保護者等に周知するとともに、
毎年評価 (自 己 他者)を行い、必要に応じて改善しながら、
組織的、効果的な保健室経営に向けて、取り組むことができる

家庭 地域と連携しなが
ら、学校経営の観点に立った
保健室経営を推進することが
てきる

L

保健組織活動
保健組織活動の意義や目

的、内容を理解している

学校保健の推進のために、
保健主事や関係職員等と連携
し、学校保健委員会等組細活
動の企画・運営に参画できる

児童生徒の健康の保持増進や誤題解決に向けて、保健組織が
主体的に活動できるよう、内容の工夫、改善を図ることができ
る

近隣の学校と連携し、地域
レベルでの健康づくりを推進
することができる

(4)

特別支援教育
特別な配慮を必要
とする児童生徒への

指導力

小
中
高

特別支援教育の意義や発達
障害等について基礎的な事項
を理脅7し ている

発達障害等の障害特性や対
応方法について理解し、個々
の障害に対する遺切な対応を
行うことができる

個々の障害に対して過切に
対応するとともに、特別支播
教育の理念や意義を学校保健
にかかる活動に反映させるこ
とができる

十果護者や関係機関等と連携
し、個別の対応を充実させた
り、学校の特別支援教育体制
の相築に参加したりすること
ができる

個別の対応について教職員
に指導助言をしたり、学校の
特別支援教育体制の推進に参
画したりすることができる

特

特別支援教育の意義を理解
するとともに、障害種につい
て基礎的な知識を身に付けて
いる

障害特性を理解し、個々の
状況に応じて適切な把握及び
対応を行うことができる

様々な障害に対して理解を

餘電対熙窪審ぢ習じ祭撼百菅

孝文職員、保護者や関係機関
奪と連携しながら、個々の対
応を充実させるとともに、特
3」支援教育を推進することが
て'き る

練々な障害について専門的
知識と指導力を持ち、諄文職員
と連携しながら特別支援育を
推進することができる

(5)
ICTや情報 教育
データの利活用

N
ICTの利活用

情報活用能力の育成

資質・能力の育成を目指し、保
腱教育授業及び校務における IC
Tの利活用の目的や方法とその効
果について、基礎的な知識及び教
確を身に付けている

資質 能力の育成を目指し、 二
CTを利活用 した保健教育を展隣
するとともに、校務の情報化をほ
ることができる

児嵐生徒の実態に応 した資質
能力の育成を目指し、 lCTと 瀬
ワlに利活用した保健教育を展開す
るとともに、校務の情報化 を図
り、効率化と教育活動の質の改善
につなげることができる

教育活動全体を通 して資質 靡
力の育成を目指し、 ICTを 進,
に利活用し、組織的に保健教育

`Γ改善を行うとともに、学校組鋒
体で校務の情報化を推進すること
ができる

0

教育データの利活用

教育データの通切な利活用
について、基礎的な知識及び
闘能を身に付けている

す3薪髯冷τぞ芦?苓要煮ξ
びの創出を目指 した保健指導
等を行うことができる

各種システム等の教育データを
児歳生徒の実態に応 じて適切に利
活用 して、よりよい学びを創出す
る保健指導等を行うことができる

各種システム等の教育データを児童生徒の実態に応して適切
に利活用して、よりよい学びを創出する保健指導等を学校組織
全体で推進することができる
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長崎県 栄撤 曲としての資質の向上に関する指標 (令和5年 3月改訂)

職名 校種

栄養教諭 小中特

ステージ
(求められる姿)

視  点

翻 0ス テ ー シ 第 1ス テ ー シ 第 2ス テ ー ツ 第 3ステージ 領 4ステ ー ジ

新規採用時 l～ 5年目 6年目～ 11年 目 12年 目～ 16年目 17年目～

新規採用教職員として、
多枚給食管理や食に関する
脂導等の基礎的な事項を理
解してヽヽる

#こ織の一員として教育活
動を展開し、学校給食管理
や食に関する指導等の実践
力を磨く

ブレミドルリーダーとし
て、組織運営に参加した
り、学校給食管理や食に関
する指導等の専隔性を高め
たりする

ミドルリーダーとして、
観織運営を推進したり、学
開給食管理や食に関する指
尊等の高度な実践を展開し
たりする

組織のリーダーとして、
蹟極的に学校経営に参加し
たり、学校給食管理や食に
関する指導等における高度
な指導力を教職員に広げた
りする

(1)

教職に必要な素養

A
法令遂守

人権尊重の精神

法令運守の精神を身に付
けてヽ`る
人権憲:ゆ、人構感覚を身

に付1)て ヽヽる

法令連守の給神を踏まえ、自ら範を示すとともに児童
生徒に指導することができる
人権尊重に基づいた児童生徒理解をし、指導するとと

もに、学校の人権教育推進のために行動することができ
る

法令連守の精神を教職員に指導することができる
学校の人′た芽文青を企画、推進することができる

B

対人関係能力
社会性

自らの課題解決のために
努力するとともに、他者と
コミュニケーションを図り
ながら行動している

自分や児童生徒の課題を
1忍識し、管理麟 同様に相
談しながら解決に向けて行
動することができる

学年 (学校)で生 じてい

る課題を把握 し、管理職
伺僚に相談しながら解決に

向けて行動することができ

学校全体に関わる課題を
lt握 し、教職員の意見等を
とりまとめ、実効策を示す
ことができる

学校内外の課題を把握
し、その課題解決に向け
て、教職員に指導助言を
し、改善に努めることがで
きる

C

児童生徒への愛情
教職に対する使命感

教育公務員の使命を理解
し、児童生徒への教育的愛
階をもつている

教育公務員としての自覚
夕〉もと、児童生徒への教育
均愛情と学び続ける意欲を
もち、組織の一員として行
動することができる

教育公務員としての自銘
のもと、児童生徒への教育
的愛情と学び続ける意欲を
もち、組織を孝引する働き
ができる

教育公務員としての深い自党のもと、児童生徒への教
育的愛情と学び続ける意欲をもち、イa織の意識と行動カ
を高めることができる

D

長l寄県への郷土愛

ふることの特色 (地理 ,

甚史、文化等)を 理解し、
露着をもっている

長崎県の特色を理解 し、そのよさを児童生わtた ちに伝
えるとともに、自分たちが住んでいる地域のよさや腺題
について取 り上げること力1て。きる

長崎県や自分力tんでいる地域に誇りをもたせ、その
よさやa累雹について学習を仕組むことができる

(2)

学校運営

連携・ l島働

B

組織運営力
同僚佳 協働性

栄養激H後の基本的な役割
と職務内容、学校組織や校
勝分掌等について理解して
′ヽる

学校教育目標を理解する
とともに、学校船食管理や
資に関する指導等の方針を
策定し、同僚性や協働性を
猪揮しながら、実E見するこ
とができる

学校教育目標を理解する
とともに、学校給食管理や
食に関する指導きの方針を
策定し、同僚性や協働性を
発揮しながら、積極的に実
EOすることができる

学校給食管理や食に関す
る指導において、同僚牲や
脇働性を醸F党するととも
に、その実践を再平価し、改
善につなげることができる

学校給食管理や食に関す
る指導において、同擦性や
協働性を離成するととも
に、その実「安を評価し、改
善につなげたり、教職員に
指導助言をしたりすること
ができる

P

保護者 地域 関係
機関等との連携力

保護者、地域、関係機関
彎:と の連携の重要性を理解
して,ヽ る

保護者、地域、関係機関
ことぽ(極的に関わり、地域
とともにある学校の一員と
して、連携 協働した対応
をすることができる

保護者、地域、関係機関
等と積極的に関わり、地域
とともにあ6学校の核とし
て、連携 協働した対応を
することができる

「地域とともにある学校」の実現に向け、保護者、地
域、関係機関等との連携 協働のネットワークの確立が
できる

G

危機管理能力

安全確保の重要性及び危
脱を察知 した際の基本的な

ぼ動を理解 している

安全に配慮した教室環境
等の整備と、危機を察知し
た際の迅速な連絡ができる

危機を予測 した未然防止
の取組と、危機を察知した

際の迅速な連絡ができる

危機を予測した未然防止
夕)取組と、危機の早期発
見、早期対応の取組を行う
ことができる

危機の未然防止のための
組織的対応、学校環境の抜
本的改善及び危機の再発防
止の取組を推進することが
できる

(3)

学校給食管理

H

栄養管理

学鵜 。と食の役割及び適切
な栄養管理について理解し
てヽ るヽ

学校給食栄養基準に基づ
き、食品構成を考えた献立
を作成することができる

学校給食に地場産品や郷
■料理等を取り入れ、とき
た教千オとしての献立を作成
することができる

児童

“

徒の食生活状況を
旧握し、適切な栄養管理の
とで)と域の食材を生かしな
心常ら、魅力ある献立の作成
を行うことができる

児童生徒の健康課lBに 対
応した適切な栄養管理の上
で、地域の食材を使つた生
きた教材となる献立の作成
を行うことができる

I

衛生管理

衛生管理の重要性及び適
明な衛生管理について理解
して,｀ る

学校給食衛生管理基準に
基づき、調理従事者の衛
生、施設設備の衛生等衛生

曽理責任者としての業務を

Fう ことができる

学校給食衛生管理基準と
理解し、調理従事者の衛
生、施設設備の衛生等、簡
生管理責任者としての業務
を行うことができる

衝生管理者 として、調理
随事者への衛生管理指導、
電・設設備の改善及び貪品の

町生管理を頼極的に行うこ

とができる

衛生管理において適切で
ない事態の早期発見 早期
対応に向けて工夫 改善し
ながら、横内の協力体制整
備を行うことができる

J

調理指導その他

学校給食の調理、配食及
び物資選定、施設 設備の
離持管理等について理解し
てヽ る`

学校給食の調理、配食及
び施設設備に関し、指導助
言をすることができる

地場産業等との関連を考
えて、学校給食物ぅ貿の選
定、購入、検収及び保管に
ついて適正に行うことがで
きる

食物アレルギー等児道生
鮭の実態に応じた調理指
尊、助言を行う。対応に適
した施設 設備の管理を行
うことができる

食物アレルギー等児童生
徒の実態に応じた調理指導
や対応に通した施設 設備
の管理において指導的役割
を果たすことができる

(4)

食に関する指導

К

教科等指導

各教科等のねらいを知
り、食に関する指導の位置
肘けを明確にした指導を理
解してい0

各教科等のねらいを理解し、食に関する指導と評価の
計画を教職員と共有しながら授業ができる

食膏全体計画を踏まえ、教科等のねらいを達成するた
めの食に関する指導について、導阿的立場から適切な指
導助言をすること力くて。きる

L

連携 協働

児童と徒の実態や学校教
藤目標に基づいた食育全体
計画等の立案を理解してい
る

児童生徒の実態や学校教育目標に基づいた食育全体計
画等を立案し、食菅を積極的に推進することができる

児童生徒の実態や学校教育目標II基づいた諸計画を立
案し、関連校も合め、保護者や地域、関係機関と連携し
た食背を推進することができう

個別相談指導

集団や個の食に関する課
題を把握 し、発達段階に応
じた指導について理解 して
1ヽ る

集団や個の食に関する腺鳳 をf日握 し、発達段階に応 じ
た指導を行 うことができる

集団や個の食に関する課題を把握 し、発達段階に応 じ
た指導を関係者と連携 して行ったり、諸計画の改善を

図つたりすることができる

(5)

ICTや情報・教育
データの利活用

N
ICTの利活用

情報活用能力の育成

資質 能力の育成を目指
し、食育及び校務における
ICTの 利活用の目的やカ
盛とその効果について、墓
麓的な知識及び技能を身に
イけている

資質・能力の育成を目指
し、 ICTを利活用した食
育を展開するとともに、枚
務の情報化を図ることがで
きる

児童生徒の実態に応じた
資質 能力の育成を目指
し、 ICTを 通切に利活用
した食青を展開するととも
に、枚務の情報化を図り、
効率化と教育活動の質の改
善につなげることができる

質 舵力の膏成 を目指 し、 IC
Tを 牽切に利活用 した効果的な

食青 を展開するとともに、技謗

全体の情報化を区〔り、効率化 と

独育活動の質の改善につなける

教育活動全体を通じて預
質 能力の育成を目指し、
ICTを 適切に利活用 し
て、組l韓 的に食育を展開す
るとともに、学校組織全I小

で校務の情報化を推進する
ことができる

0
教育データの利活用

教育データの適切な利活
用について、基礎的な知謝
及び技能を身に付けている

各種システム等の教育
データを児童生徒の実態に
に、じて適切に利活用して、
よりよい学びを創出する食
に腐する指導等を行うこと
ができる

各種システム等の教育データを児童生徒の実態に応じ
て適切に利活用して、よりよい学びを創出する食に関す
る指導等を学校組織全体で推進することができる

※学校栄養職員から任用替えとなった者は、資質・能力のうち、 (1)～ (3)は学校栄養醐員うR月後の経験年数に基づくステージとし、 (4)～ (5)は栄養教言a任用替え後の経

験年数に基づくステージとする。
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長崎県 校長等としての資質の向上に関する指標 (令和眸3月輔 )

職名 校種

校長等 小中高特

|

|
|

に

|

視  点

学校の最高責任者として、校務をつかさどり、所
属職員を監督し、学校経営を展開する

自 まえ た教育理念の形成
と

と

地域住民、 児童生徒等の願いや期
待の把握

「夢・憧れ 志」を育む取組についての理解
踏まえた自校ならではの取組の構想

と実践

PDCAサ イクルでの実μ_皇

り

通達等の理解

(1)

高
ヽ`
識
見

A

教育理念
人間理解 と深い洞察に基づく教育理念をもち、その理念の実

現に向けた学校経営をすることができる

B

社会的視野
時代の変化をとらえ、国内外の動向及び教育行政施策等の内

容を理解するとともに、学校経営に反映させることができる

C

児童生徒への愛情
教職に対する使命感

管理職員 としての深い自覚のもと、県民、地域住民、保護
者、児童生徒等の願いや期待を受け止めた学校経営をすること
ができる

D

長崎県への郷土愛

地域を理解 し、その実態を踏まえた、 「夢・憧れ・志」を育
む教育活動を展開することを通 して、ふるさと長崎県に誇 りを
もつ児童生徒を育成することができる

(2)

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

E

ビジヨンや目標の

設定 と検証

自校の現状を適切に分析 したうえで、ビジョンや目標を設定
するとともに、その実現に向け、教職員のよさを生かした組織
均運営や進抄管理をするとともに、その検証を行い、改善を図
ることができる

F

服務管理

遵守すべき服務について、適切に指導監督をし、コ

アンスを徹底するとともに、個々の心身の健康に配慮
饉営をすることができる

ンプライ
した学校

G

人材育成

個々の教職員を適正に評価し、その能力や課題に応じて指導
するとともに、次代の教育を担う人材を発掘し、計画的に育成
することができる

O個々の教職員の能力や課題の道正な把子屋
O授業や校務分掌等、日々の指導の実l践

O教職員への教育理念の継承

H

フアシリテーション
保護者・地域・関係
機関等との連携

「地域 とともにある学校」の実現に向け、保護者や地域住民
等の意見や要望等を把標 し、的確 に対処するとともに、学校内
外の関係者の教育活動への参加を促 し、外部人材を適切に活用
しながら学校の教育力を高めることができる

0「地域 とともにある学校」の理念の理解
O保護者や地域住民等の意見や要望等の把握 と教育
活動への参加促進

Э様々な広報手段の開拓 と活用
Э児童福祉等の関係機関や1'と域団体等 との連携

I

危機管理

学校安全の確保に向けて、学校安全計画や危機管理マニュア
ル等を整備 し、危機の未然防止 と早期発見・早期対応の取組を
組l戦的に行 うことができる

Э
三督9希膏拝農

じ■学校安全計画や危機管理マ

Э学校安全の確保に向けた各方策の教職員への周知
と指導        ,

Эいじめ、体罰及びハラスメン トの未然防止

」

事務管理
学校経営方針に基づき、効率的・効果的な予算編成や事務処

理をするとともに、適正に執行管理をすることができる

〇学校経営方針に基づ く予算編成 と執行
OICT機器の活用等効率的・効果的な事務処理体制の
構築

○働き方改革やコス ト意識等に関する教職員への指導
O組織的な管理、監査による適正な執行管理

K

教育課程の管理

日々の授業実践や校内研修を充実させ、PDCAサ イクルに基づ

くカリキュラム・マネジメントや主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善を図 り、 「社会に開かれた教育課程」を
実現させることができる

O「社会に開かれた教育課程」の理念の理解
O研修環境の整備及び枚内研修に係る指導助言
O全校的なPDCAサ イクルによるカリキュラム・

マネジメン ト
O主体的・対話的で深い学びの実現に向けた不断の

授業改善

L

生徒指導
教育相談

生徒指導上の諸問題や、児童生徒の悩み等に対応できる教聯
員の能力を高め、校内の指導・支援体制を機能させるととも
に、必要に応 して関係機関との連携を適切に図ることができる

O生徒指導上の自校の課題の把握
O教撃良員の児童生徒理解力 と対応力の向上
O校内指導 支援体制の強化
O児童福祉や警察、医療等の関係機関との連携
〇「学校い じめ防止基本方針」の定期的な見直しと実践

M
特別支援教育

小
中

高

特別支援教育の理念に基づき、イ固々の状況や教育的ニーズに
特っ`た教職員の対応力を向上させるとともに、すべての児童生
施にとって望ましい教育活動を展開できる体制を機能させるこ
とができる

O特別支援教育の理念の理解
O個々の障害の状況や教育的ニーズに沿った対応の推進
O「インクルーシプ教育システム」の構築
O福祉や医療等の関係機関及び特別支援学校 との連
携

特

特別支援教育の理念に基づき、個々

沿った教職員の専 F目 的な対応力を向上
おける特別支援教育のセンターとして
きる

の状況や教育的ニーズに
させるとともに、地域に
の役割を果たすことがで

O特別支援教育の理念の理解
O個々の障害の状況や教育的ユーズに沿った専門的

な対応の推進
O「インクルーシブ教育システム」の構築
O福祉や医療等の関係機関及び小 中・高等学校 と

の連携
Э特別支援教育のセンター的機能の発揮

N

教育に関する
アセスメント

様々なデータや学校が置かれた内外環境に関する情報につい
て収集・整理・分析し共有することができる

Эデータ収集・整理・分析 共有
Эエピデンスに基づいた客観的判断と経験に基づいた
専門的判断による意思決定
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参考 長崎県 幼稚園教諭・保育教諭・保育士としての資質向上に関する指標 (令和5年度作成)

視 点

舞0ステージ 第1ステージ 第2ステージ 第3ステ中ツ 第4ステージ

新規開∃時
翻 向上期 充実用 発展鮒

1～ 3年目 4～ 10年 目 11年目～15年 16年目
'大

降

新規採用瞭員として、教育.保育爾す

る基礎的な事現を理解し3ヽる

組織の―員として教育,保育を展開し、実践

力を磨く

ルミドルリーダーとして、組織逮宮に

参画したり教育,保育の専岡性を高めたり

する

ミドルリーダーとして組織運営を推進し

たり、教育'採育の高度候践を展開したり

する

期織のリーダーとして、国選営に積

醐鰺画したり、大材育成を推進し

たりする

(1)

保育者に必要な素毒

A

齢討 1人権尊重の精神

法令達守の常神を身に付けて1ヽ る人権意

識、大檀覚を身I謝けてIヽる

法令遵守の驚部船また、自ら範を示すとともに、珈況翌押隧づき教育,保育を仔うこと

力`て'き る大権尊重に基づいた子ども理解の上て'教育・保育を行う

法令鷺守及びス巌尊重の増伸を職員に指導することができる

対大関係能力

1鮎

B 他者とコミュニケ日ションを図りながら、

自らの課題解狭に努めている

自分や学級の子どもの課題を認識し、管理職.

同僚に相談しながら解決に向けて行動すること

ができる

園て'生じている課題を把握し,管理職,同

僚に相談しながら解決に向けて,動する

ことがて'き る

園全体に関わる課題を杷捏し、職員の意見を

取りまとめ、実効策を示すことができる

国内外の課題を押し担し、その課題解決

mけて、職員酷導助言をし、確

暇めること〕lて'きる

C

子どもへの愛常、質の高Iヽ教育̀保

育を行う保育者としての使命懲

保育者としての使命を理解し、子どもへの

受精をもっている

質の高い教育.保管をiう保育者としての自党

のもと、子どもへの愛情と学び続ける意欲をも

ち、組織の一員として行動することができる

買の高tヽ教育.保育を行う保菅者としての

自党のもと、子どもへの愛情と学び続ける

意欲をもち、組織を驚引する協きができる

質の高Iヽ教育.保育を1う保育者としての自党のもと、子どもへの愛情と学び続

け篤欲をもち、la織幅識と行動力を高めることがぐる

D

長餘県への郷土愛

よるさとの特色(地理、歴史、文化等)を

理解し、愛着をもっている

地域の持色を理解し、そのよさを子ども臨えるとともに、地域のもの、こと、ひとを教育,保言

活動に積極的に取り入れようとすることめlて'き る

地城の特色を理解し、地嫉llや歯識等の情報を把握し、教育.保育活動に関題側報り入

れたり、地以肋をとかお教育.保育活動につl<路員齢導助言したけること約lて'き る

(2)

園選営

速協̀協勘

B

組織運営カ

同僚ヒ,協働社

4_tの惑本的な役割と職務内容、国′温織

や鳳務分掌割こ引ヽて理解し3お

目の教育及び保育の理念を理解し、同僚性や

協樹性を発揮しながら、教育̀保育を展岡する

ことができる

国の執青及び保育の理念を理解し、同様

七や協慟性を発揮しながら、積極的に教

育'保育を展開することができる

組織運営と滉て、同僚性や協働性を離琥

するとともに、その実院を評価し、改善につ

なげること力lて'き る

粗常運営において、同懐性や協勘性

を駐載するとともに、その実践を評価

して改善につなげたり職負に指導助

言したりすること力lて'きる

F

保護者.地域,

関係機関等との連携カ

保護者、地域、関係機関等との連絡の必

要性及び協働の仕方、子育ての支援につい

て理解し3略

保護者、地城、関係機購と積極μlに関わり、建協.協勘した対応をすること力lて'き、帝

ての文援に努める

保護者、地飲関悟機関等との速協'共同のネットワークの確立力lでよ子育て,)支

援における円の

“'l繰

に努める

G

危機管理肋

危機管理を含む国における安全の目的

喉欄な取組を理解している

安釘と配慮した保育室財尊の整備と、危機と

察掃した際の迅速な連絡ができる

た機を予測した末然防止0取租と、た機を

察打した際の迅速な連絡ができる

た機と予鴻した末撚防止の取粗と、た機の早

期競、早耀対応の取組を行うことができる

た機の隷防止のための組脇的対応,

目環境の牧本的改善及イJ亀検の再発防

止の取組を推進することができる

(3)

指導計画

教育.保育実践

H

教育.保育に関する打講

教育.保育に関する基礎的知識を身に付

けている

教育.保育にllす る知識を高め、保育実践に

生かすこと力lて'き る

教育'保青に関する専円的知識を身に付

け、標育実践に生かすことができる

教育,保育暇する専円性縞め続けるとともに、国内の保育の課題に引て職員に指

導助言をすることができる

I

教育'保管の構想カ

要領.撒の内紳カリれラムマネツ

メントの考え方を理解するとともに、場面

に応じた保育形態や教育'保育の方法を身

に付けている

カリキュラムマネツメントの考え方を理解

し、絶域の大材等を活用するなどして、要領.指

針及眸どもの実態に基づI(指導計画を作成

し、教育.保育を行うこと力lて'き る

カリキュラムマネツメントの考え方を生

かし、地域妹材等を活用するなどして、

要観.指汁及び子どもの実態に基づいて指

導計画を作成し、主体性を育む教育.保育

を行うことができる

要嶺,指汁及び子どもの実割こ基づき、地

域との連携,協働を図り、小学校教育との接

続等、長期的視野をもつて指導計画を立案

し、実施することができる

要領.指針及び自目や地域の特とを

生かし、保育形態や歌青'保育の方法

カリキュラムを見直し、改善を図るこ

と力lできる

」

教育'保菅の

展開カ

教育,保育の展開に必要
'よ

基礎的スキル

を理解するとともに、歯切な環境を構成す

る能力を珈こ付けつ埓

子どもの実態を踏まえ、基礎的なスキルを向上

世るとともに、豊かな体験をつくり出す環境の

構成や子どもへの関わりおlできる

子どもの特性を理解し、新たな知見や獲得

したスキルを生かして、豊かな体験をつくり

出す環境の構成や子どもへの関わりがで

きる

子どもの特性を理解し、新たなれ見や獲得し

たスキルを生かして、豊かな体験をつくり出す

環境の構成や子どもへの関わリカlて'き るとと

もに、職員に指導助言すること力lて'きる

園0課題解決注目るための教育.保育

の展開をI夫し、改善に向けて眼に指

導切言することができる

(0

子ども理解1クラス経営

K

梱刷の子ともへの対応カ

子ともの状況を把握するための基確的な

事項や国内外の蓮協も含めた対応のとり方

を理解している

個々の子どもの声や思いを受け止めて状況を理

解し、般眼からの跡冨を受けながら、状況に

応じた邁切な指導や難をすることができる

個々の子どもの声や思いを受け止めて状

況を理解し、同僚と協力しながら、状況に応

した選切な指導や支援をすること〕lて'きる

智々の子どもの声や思いを受け止めて状況

に応じて適切な指導や文機をするとともに,保

護者やl也爾と離し、支援Ⅲ櫂lを構築するこ

と力lて'き る

指導や支援かl必要な子どもへの対応方

汁を立て、幅者や化機関と連携を回り

ながら、文捜体制と独lとすることおlて'き

る

L

保護者支援

無賭支援の意義や理乱必要な基醐如

議(カウンセリングlこ関する基礎山事項を合

』を即し争ヽる

保護者文緩
')基

礎的なスキルを身に付けるとと

もに、保護者に寄,添い、信編関係を築くことが

できる

保護者支援や日常の観潔を通して、子ども,)気祥ちや行動の背景を理解することができ、子育

て醐する知識や技術なb専門性を生かし、騒をが子どもの成長に気社き、常ての喜びを

患じられるように支崚すること力lて'き る

望ましい保護者支撥のをり方につい

て、職員に指導触言をし、回全体の体,l

構築に努あることができる

M

集団作り(発達段階に応して)

子どもの発達段階に応じた集回のなり方

を理解している

子ども―大―大の実態や集団骸ラス・グlレ
け

ブ等)の課題を提え、個々の自立を提し、嬢鵬

に応じた実回づくりを目指すことができる

国全体の子どもの実態を把握し、より望ま

しい集回jく りを組織的に進めることがで

きる

目全体の子どもの実態を把握するとともに、課題に応じた対応策を提案し、実践すること

ができる

‖

子どもの将来を育むカ

れ児教育事拘小嶺続の意まを理解し、と渥

にわたる大格形成のと礎セ培おうとする意

欲をもつている

幼児歌青の重要性や勁小接続の見通しともっ

て、主体性を盲む教育・保育及び豊かない験を仕

組とことができる

l,ヂ

`教
育の重要性や幼llヽ接続の見通しを

もって、主体性を育も】教育,保育及び豊かな

“

験を深化させることめlて'きる

目全体における賢の高い教育.保育やれlll績

続を維進し、主体性を育もl教育,保育及び豊か

劇糠を企風実践することおlて'き る

国全体における質の高い教育.保育や

Jlallヽ 縦続を推進し、その意義や方法、評

衝の1り 方等を職員に浸透させること

力lて'き る

(5)

特打l文積教育

0

持plな配慮を必要ける

子ともへの保育カ

特別支援教育の意義や発達鷺宮ぐについ

て基礎的な事項を理解し3お

発達障害尊の障害特性や対応方法について理解

し、侶々の常旨に対する遭切な対応を行うことが

できる

梱々の障害に応じて適切に対応するとと

もに、持ll支競教育の理全や意義を全体の教

育.保育に反映させること〕lて'き る

保護者や関係機関等と連続し、個〕lの対応、を

充実させたり、国の特lJ文緩教育‖解lを構築し

たりすること力lて'き る

梱勲lの対応について職員に指導効言

したり、中核となって特躍文損教育体部l

を靴したりすることめlて'き る

(6)

ICTのれl活用

P

園務や保育にICTを利活用する力

教育.保育及び目務におけるICT利活用

の目的やその方法と効果について理解して

,ヽる

教育.保育及ひ目務におけるICTの速切な利

活用ができる

教育,保育及も`国務におけるICTの邁切

な利活用力lて'き、園務全

“

0効率llと教育.

保育の貫の改書につなげることができる

教育,保育及び目務におけるICTの効果的

な利活用ができ、目務全体の効率化と教育'保

管の買の改善につなげることができる

教育,保育及び目務におけるICT')

効果的な利括周ができ、組織全体¶園務

蛸制tと推進することができる

Xt釈 1呼どもJとは、乳幼児を指iX注釈2暇 Jとは、全ての観船 `保育施設を指す。X滋釈3懐領'糊Jとは、l“准露教育妻風町態拠認た●ことも目教育.保育要領及び贈所保酪十七指す.
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(2)才旨標の活用について

平成29年 10月
令和 5年 3月 長崎県教育委員会

教員Iよ 子どもたちの人格の完成を目指し、その成長・発達を支援するという重要な職
責を担う高度専門職であり、いかに時代が変化しようとも、自らが子どもたちの道しるべ

となるべく、その資質の向上を図り続けることが求められています。
平成29年 4月 1日、改正教育公務員特例法が施行され、任命権者には、「校長及び教員

としての資質に関する指標」の策定が義務付けられ、長崎県教育委員会では、文部科学大
臣が示す「指針」を参酌し、「指標策定に関する協議会」を経て、「長崎県 教員等として
の資質の向上に関する指標」(以下「指標」という。)を策定しました。
令和4年度には、令和4年 8月の国の「指針」改正を受けて、平成29年に策定した指

標の見直し等を行いました。

「長崎県 教員等としての資質の向上に関する指標」

の活用について

理

教
員
の
資
質
能
力
の
向

靱 醜I韓 つ

(チーム学校・地域とともにある学校)

(教えの専門家・学びの専F]家)

ける教師

期 ・

―

魏

(教職課程コアカリキュラム )

翻
(指標・研修計画の策定等 )

学 校

大 学 行 政

○
教
員
の
大
量
退
職
　
大
量
採
用

○
新
し
い
時
代
の
教
育

へ
の
対
応

○
社
会
の
急
速
な
変
化

【誕 】

養成・採用・研修を通じた新た′ょ`体部Jの構築

教育公務員特例法の一部改正

及阻 としての資質に関する
当盤を定める

22(第 3条の ) 校長

(第 22条の4)研修実施者は、
学旨標を踏まえ、被長及的
研修計画を定める

O教員等が高度専門職としての職貢、経験及び

迪性に応じて身に付ける資質を示したもの

O教員等の資質の向上を図る際の目安であり

更に高度な段階を目指す手がかりとなるもの

キ旨1票とは
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本県では、「教諭等」「養護教諭」「栄養教諭」「校長等」の四つの指標を策定しました。

これらの指標の見方は、次のとおりです。

【教諭等】【養護教諭】【栄養教諭】用

< 例 :教諭等>

雛 養護教諭 栄養教諭 校長等

校 種 小・中・高・特 小・中・高・特 小・中・特 小 。中・高・特

職 種
教諭、助教諭、指導

教諭、主幹教諭

養護教諭 栄養教諭 校長、副校長、教

頭、部主事

○ 横軸には、経験年数ごとに第 0か ら第 4ま でのステージを置いています。

長崎県 故曲筆としての資質の向上に関する指標 (■■:`専:月韓■)

各
ス
テ
ー
ジ
の
終
了
ま
で
に
身
に
付
け
た
い
資
質
を
、
視
点
ご
と
に

目
標
の
形
で
表
現
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
第
１
ス
テ
ー
ジ
の
各
指
標
に
つ
い
て
は
、
５
年
目
ま
で
に

そ
の
資
質
を
身
に
付
け
る
と
い
う
見
方
を
し
ま
す
。

Ａ韓中
Ｂ韓職

Ｃ］弾
Ｂ中中

郷
知

０韓　却

０輸

○
　
縦
軸
に
は
、
「求
め
ら
れ
る
姿

（資
質
能
力
と

の
視
点
を
置
い
て
い
ま
す
。

①
　
こ
の
視
点
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
示
す

「指
針
」
を
受
け
、
「学
習
指
導
要
領
」

「長
崎
県
教
職
員
研
修
体
系
要
綱
■
「教
職
課
程
コ
ア
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
及
び

「本

県
の
特
性
や
課
題
」
等
を
踏
ま
え
て
設
定
し
て
い
ま
す
。
　

．

令和 5年度から新たに

加わった「ICTや陪級。

教育データの利活用」
養羅酪蔚卜う薄義舞命はN・ 0
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【校長等】用

○ 校長は、組織の最高責任者であり、求められる資質能力は経験年数、組織の大小

等にかかわらず共通のものであることから、複数のステージは設けていません。

長崎県 校長等としての資質の向上に関する指標
障名 校種

校長等 」ヽ中高特

○
　
縦
軸
に
は
、
「求
め
ら
れ
る
姿

（資
質
能
力
ご

の
視
点
を
置
い
て
い
ま
す
。

○
　
こ
の
視
点
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
示
す

「指
針
」
を
受
け
、
「学
習
指
導
要
領
」
「長
崎
県
教
職
員
研
修
体
系
要
綱
」

及
び

「本
県
の
特
性
や
課
題
」
等
を
踏
ま
え
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

求められる姿
り、

視  点
し、

と自 らの経験 を踏 まえた教育理なの形成

教育運念
の構想

(1) B
社会au視野

晴Fヽの変化をとらえ、
の l巴極

ともに、学技経営に反嶼させることア】子できる
の教育お策守の理解
した取霊の構想と実段

高
い

講
見 児童生徒への愛情

敦薦に対する使命感
保縫者、児童生縫4の籠 いや期

よ山壇を迎震 呟 「夢・ 恒れ・志」を育む取紹についての理解

長崎県への郷I愛 横ならではの取組の構憩

E 自後 の実態の分析

ビジヨン うヽ日標の
設定と検証

その凍証を行い、
0ビ ジヨンや日標の設定と,Dじ Aサ イクルでの実践
0教球負の造材適所の配ほ

F
服務管理

コンプうイ
0強務上 、身分上の監督の憲■や在 り方の理解

0不祥事 背景の理解 と根籠のための不断の取組

通如・通道等の理解

G
人ホテl喬成

の教職員の Bヒ カや課題のと正な把催

日々の指この実臨

H の理なの理解
や要望等口〉IB捏 と教育フアシリテーション

保護者・地域・ Ba係

機関等との連携 の関係機関や地輩口体等 との連携

した学技安全計画や危機管理マ

争校安全計画や危I候管理マニ
早期対応の政組を 各方策の徹韓員への周勲

組
織

マ
ネ
ツ

メ

ン
ト

じめ、体罰及びハラスメントの未然防止

執 ,

」
事務管理

効率alJ

ス トな藤等に関する教磯員への指導
監蓋による適正なth行 管理

日々の授業実践や校内研修を充実させ、PDCAサ イ
K

対銹山で深い学びの実現 に向けた不断の

事文者課程の管理 「社会に関かれた教育課程」

L
生徒指導

教書1回 談

生徒指導上の路問題や、 カ

との連携

Jのう言期的な見直 しと案騎

崎8」支,震多文青の理念に基づき、

支援教青の理なの理解

の障害の状況や教育的ニー ズに沿 つた対応の

ンクルーシブ教育システム」め構築
や医療等の日篠盤開及び持別支慨学後との道

M
馬8」支援教育 支援教育の理aの理解

め障害の状況や教育的二―ズに沿つた専門蘭
特月J支援叡書の理奮に基づき、個々の状況や事衷膏ω

= な対応の推進
「インクルーシブ教育システム」の構築

中 高等学校 と

支援教育のセ ンター的機能の発揮

夕収集 整理 分析 共有
す

ン

Ｎ
田

邪

膏

セ

教

フ
整理・ 分析し共有することができる

断 と経験 にとづいた

令和5年度からHを 「ファシリテーシ
ョン 保護者・地域 。関係機関との連
携」に整理し、「教育に関するアセスメ
ント」の視点としてNをカロえました。

○ 各指標を踏まえ、校長等が継続的に取り組むべ

き課題を設定しています。管理職員 (校長、副校
長、教頭、部主事)は、日頃からこの課題を意識
し、自身の資質の向上を図るものとしています。
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lli士服i》規:柿‖性!|:小 IヽI
り

Ｄ

県教育委員会
指標0ステージを教員

採用時の目安とする 指標を踏まえ

教員研修計画
を策定する

糧

指標を踏まえ
学校における
O」 Tを推進
する

指標を手掛かりに、自らの研修

等を通じて資質の向上を目指す

中核市教育委員会

市町教育委員会

各公立学校

各公立学校教員

大学等
|

指標0ステージを教員

養成の目標とする

離
・

協力する

本指標は、「教員の養成・採用・研修」の一体的取組の促進と個々の教員等の資質能力の

向上のために活用します。.

l rⅢ‖wT,,:|
① 研修履歴を活用した対話に基づく

受講奨励
② 節 の面談等
③ 校内研修の推進
④ 校内における初任者研修等の指導

<具体的な活用方法>

【留意すること 】

○ 指標は、画一的な教員像を求めるものではなく、全教

員に求められる基礎的・基本的な資質能力を確保し、各

教員の長所や個性の伸長を図るものとすること。

○ 指標は、教員の人事評価と趣旨・目的が異なるもので

あることに留意する。

(教育公務員特例法等の一部を改正する法律等の施行

について (通知)から)

① 各ステージにおける教員として求められる姿の把握

② 定期的な自己評価と自身の状況の明確化

③ 自身の課題改善や更に高度な段階を目指す取組の実践

④ 管理職との対話により各種研修会への参加を決定

(O」 T、 自主研修、校内研修、法定研修及び校外研修 等)ノ
※ 「新たな教師の学びの姿」に基づき資質能力の向上を目指す。

||:iIII.IiliⅢ ⅢⅢ IIイ ォ
'lri

<舞 >
(1)「指標」及び「指標の活用について」は以下に掲載しています。

https://w判円v.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko― kyoiku―

bunka/gakkokyoiku/centert                                                 tyouikujyouhou/center_shihyoukensyu/645129.html

(2)関係法規・通知等
①「教育公務瑚 法」
②「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」(H27.12.21中教審答申)

③「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等の施行について」(H29。 3.31通知)

④「改正教育公務員特例法に基づく公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する

指標の策定に関する指針の改正等について」(R4.8.31通知)

⑤「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について」(R4.12.19中 教審答申)
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基本方針1  -人一人の課題に応じた資質能力向上への対応

ア 教職員のキャリアステージに沿った、系統的研修体系の構築を図る。

イ 「Plant 全国教員研修プラットフォーム」の活用を図る。

ウ 新たな教職員の学びの姿の実現を図る。

工 個の課題に応じた選択研修等、主体的・自律的な研修の充実を図る。

基本方針2  新しい時代の多様な教育課題への対応

ア 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善研修の充実を図る。

イ 学習指導要領を踏まえた新しい教育課題に対応する研修の充実を図る。

ウ ICTの利活用に関する体系的 。実践的な研修の充実を図る。

工 複式・免許外指導等の本県独自の課題に対応する研修の充実を図る。

基本方針3  学校・教職員の多様な学びへの対応

ア オンライン等を活用し、参加形態の選択の幅を広げる。

イ 探究的な学び、チームやメンター方式等、多様な手法と形態を工夫する。

ウ 大学、民間企業、その他関係機関との連携を図る。

工  「長崎県まなびサポート」の効果的運用等、教育センター機能の充実を図る。

オ  「教職員を元気にする」研修内容の充実と研修体制の構築を図る。

基本方針4  研修成果の評価と活用

ア 受講者の振り返り等を通して研修効果を検証し、研修の充実 。改善に資する。

イ 不断の見直しを図り、研修のPDCAサ イクルを機能させる。

ウ 研修の受講履歴を活用し、研修成果を人材育成や人材活用に生かす。

3 研修体系について

(1)研修実施に係る基本方針

(2)主な研修の種類及び内容

県教委が実施する指標研修注1は、次のように分類します。

注 l 「指標研修」とは、「P】 ant 全国教員研修プラットフォーム」で使用されている研修分類の一つ。本庁各課や長崎県教育センター、市町

教育委員会で実施している指標に基づいた研修を指す。他に「一般研修」があり、文部科学省、教職員支援l幾構、全国の大学、民間団体

が提供している研修を指す。

種類 研修概要 研修例

職能

研修

職務に応じ、職務遂行上必要な資質能力向上のために、

原則として該当者を対象として実施する研修

管理職研、各担任、

担当者研、各主任、

リーダー研 等

経年

研修

教職経験に応じ、教育の専門職としての資質能力向上の

ために、原則として該当者を対象として実施する研修

初任研、 2～ 10年目研、

中堅研、15年研 等

課題

研修

教科・領城や教育課題対応についての資質能力向上のた

めに、原則として希望者を対象として実施する研修

教科・領城、特別支援教

育、生徒指導、

ICT教育 等

12



(3)令和 7年度の重点項目

新たな教職員の学びの姿を目指した研修の実現

本県を取り巻く教育の状況等を踏まえ、今日的な教育課題に対応すべく、既存の研修

講座の検証・工夫改善を図り、新たな教職員の学びの姿を実現した研修の新設及び充実

を図る。中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用 。研

修等の在り方について～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質

の高い教職員集国の形成～」 (令和4年 12月 19日 )においても「新たな教師の学びの姿」

(個別最適な学び、協働的な学びの充実を通じた「主体的・対話的で深い学び」)を実

現するという改革の方向性が示されており、このことを踏まえながら以下の3点につい

て重点的に取り組む。

ア「Plant 全国教員研修プラツトフォーム」を活用した多様な研修機会・形態の提供

令和 6年度から導入された「Plant 全国教員研修プラットフォーム」を活用し、国、

県、大学、民間団体等が提供する研修コンテンツの積極的利用を推進する。

また、可能な限り教職員と学校のニーズに応じながら、オンライン研修の充実等、

研修を多様な機会・形態で実施する。

イ「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励」を支える研修講座等の提供

教師と学校管理職が対話を繰り返す中で、教師が自らの強みや得意分野の再認識と

自信につなげ、自身のキャリアステージや課題を踏まえて効果的に研修に取り組める

ように、研修の受講に当たつて、より幅広い選択肢としての研修等を提供する。

ウ「研修観の転換」を促す探究型研修の開発

自分の授業実践や学校課題等を踏まえて、教職員が自ら問いを立て、協働的に探究

する研修の在り方を目指し、講座参加者への情報共有や対話の場の設定などの研修改

善に取り組む。
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教員等

第 1 第 2 第 3 第 4 校長等

1～ 5年 目 6～ H年目 12～ 16年 目 17年 目～

組織の一員
組織の 組織の

組織のリーダー 組織の
最高責任者プレミドルリーダー ミドルリーーダー

実践力を磨く
組織運営参画
専門性向上

組織運営推進 学校経営参画 学校経営展開
職員の監督高度な実践 高度な指導力

特別支援学級担任等、担任・担当者の研修

教務主任等、主任・リーダーの研修

事
務
長

・
部
主
事
も
参
加

教
頭
研

（新

・
三
）

校
長
研

（新

・
三
）
※
管
理
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
内
容
は
、
事
務
長
も
参
加

主幹教諭、指導教諭等の研修

初
任
研
（全
職
種
）

2～ 5年目研

(全職種 )

中堅研

(教員)

15年経過研

(教員)

10年経過研

(事務職員)
20・ 25年経過研

(事務職員 )

経年研選択研修

学力向上・いじめ・ ICT教育等、教育課題に応 じた研修

市町教委・大学・教育関係団体等の研修

系統的・重点的なOff―」T(学び続ける教師)

日常的なOJT(教職員は学校で育つ)

経年研の課題としての研究授業等

社会 との関わりを通 した研修

学校 。個人の課題に応じた研修

国・県・市町研究指定による研修

副
校
長
研

ステージ

散職経験

立場

課題

県
教
委
が
実
施
す
る
指
標
研
修

職
能

経

年

課
題

関係機関
等研修

被
内
研
修

(4)指標と研修との関連

[コ Off―JT (off― the―」ob  Training)

職場を離れ、教育センターなどが企画したプログラムを通して必要な知識やスキルを身に付ける集合研修。

匠コOJT (On― the―」ob  Training)

職場内で、日常の業務を通して必要な知識やスキルを身に付ける研修や訓練。
意図的・計画的に行う校内研修や個人の課題に応じて職場内で取り組む研修も合む。
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4 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励について

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律 (令和 4年法律第 40号)が令和

5年 4月 1日 から施行されるに当たり、長崎県教育委員会は、「研修履歴を活用した対話に基づ

く受講奨励に関する手引き (第 3版 )」 (令和 7年 3月 )を作成し、研修履歴を活用して、校長

等が各校の教師に対して対話による資質向上に関する指導助言等を行うための考え方や方法等

についてのポイントを示しました。以下にその概要を掲載します。

(「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関する手引き (第 3版 )」 んヽら抜粋)

○研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関する基本的考え方

研修履歴の記録は、指標や教員研修計画を踏まえて行う教育公務員特例法第 22条の6の

規定による対話に基づく受講奨励において活用されることが基本である。

研修履歴を活用して対話に基づく受講奨励を行うことにより、

・教師が今後どの分野の学びを深めるべきか、

・学校で果たすべき役割に応じてどのような学びが必要か、

等について、学校管理職による効果的な指導助言等が可能となるとともに、個々の教師の

強みや専門性を把握した上で校務分掌を決定するなど効果的な学校運営を行うことも可能

になると考えられる。

O研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の内容・方法等

(1)対象となる教師の範囲

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、

幼稚園及び幼保連携型認定こども園の校長 (園長を含む。)、 副校長 (副園長を含

む。)、 教頭、主幹教諭 (幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭

を含む。)、 指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育

教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師 (教育公務員特例法施行令 (昭

和 24年政令第 6号)第 2条に規定する臨時的に任用された者等を除く。)

(2)研修履歴の記録の目的

研修履歴の記録は、研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の際に当該記録を活

用することにより、教師が自らの学びを振り返るとともに、学校管理職等が研修の

奨励を含む適切な指導助言を行うことにより、効果的かつ主体的な資質向上・能力

開発に資することを目的とする。

(3)研修履歴の記録の範囲

(必須記録)

○任命権者及び服務監督権者が実施する研修

○任命権者が開設した免許法認定講習及び認定通信教育による単位の修得

○大学院修学休業により履修した大学院の課程等

○外部機関等への交流研修

○教職員支援機構が実施する研修

O国の機関 、県及び市町教育委員会による研究指定校における研修 (主担当者)

※研修と称されるものであっても事実上の情報提供や説明会に留まるものは記録

の対象としない。

(任意記録)

○教師が申告する自主的な研修

(4)研修履歴の記録の内容

○*研修名、研修概要、研修コード、研修実施・運営者、*キ旨標一般コード
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(一般のみ)、 *研修フラグ (実施形態)、 *研修属性コード (対象による研修区分)、

*開始日、終了日、研修テーマ、育成指標、キャリアステージ、受講した気づき 。

所感 *は必須登録情報

(5)記録の方法

○任命権者及び服務監督者が実施する研修の受講記録については、研修実施者が全

国教員研修プラットフォームの受講履歴に記録する。

○上記外の必須記録に該当する研修のうち、全国教員研修プラットフォームを利用

しなかった研修については、各自が全国教員研修プラットフォームの受講履歴に

記録する。

○教師が申告する研修 (任意記録)は、各自が全国教員研修プラットフォームの受

講履歴に記録する。

O全国教員研修プラットフォームに掲載されている一般研修は任意記録に該当する

が、研修実施者が受講履歴に記録する。

(6)研修履歴の記録の時期

○全国教員研修プラットフォームを利用した研修は、修了後に研修実施者が記録す

る。

O全国教員研修プラットフォームを利用しない研修は、原則、研修の受講修了の都

度、各教員が記録する。

(7)研修履歴の記録の閲覧・提供

○任命権者は、教師と学校管理職が行う対話に基づく受講奨励において活用するた

めに、研修履歴の記録を当該教師及び学校管理職に提供する。

O個人情報の管理に留意した上で、任命権者 、服務監督権者、学校管理職、教師が

研修履歴の記録を共有するも    ヽ

(8)対話に基づく受講奨励の方法・時期

①学校管理職以外の教師への対話に基づく受講奨励

○指標や教員研修計画を踏まえつつ、研修履歴を活用して行う対話に基づく受講奨

励は、法律上、指導助言者である教育委員会が行うこととされているが、実際上

は、その直接の指揮監督に服し、所属職員の日常の服務監督を行う校長が行う。た

だし、校長からの適切な権限の委任の下で、副校長や教頭、部主事が指導助言等

を行うことも可能とする。

O研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に当たっては、人事評価に関わる当初

面談時に実施する。

○当初面談の場においては、学校管理職等は、①指標・教員研修計画や教師個人の

職責、経験、適性に照らした人材育成、②学校が目指す教育を進めるために必要

な専門性・能力の確保などの観点から行う、過去の研修履歴を活用した研修受講

の奨励 (情報提供や指導助言)を行う。教師はt①自らの専門性を高めるために

主体的な学びをマネジメントしたり、②学校を支える力を獲得 :強化する観点か

ら自らの職能開発のニーズも踏まえた日標設定を行つたりする 。

Oこ のほか、研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励は、①教師の意欲や主体性
の尊重、②学校組織としての総合的な機能の発揮、③教師個人の人材育成の観点
など、これらが調和した効果的な職能開発を行うためのプロセスであることから、

当初面談のほか、様々な機会をとらえて対話に基づく受請奨励を行うことが望ま

しい。

具体的な受講奨励の内容・方法等については、「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨

励に関する手引き (第 3版 )」 (令和 7年 3月 )を参照してください。
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5担当課・室別教職員研修計画 (今和6年 +2月 現在)

(1)教育政策課

(2)福利厚生室

No 研修講座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン

デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場 所
指標の視点

(主 な該当)

ス

I

ジ

学校事務ネットワークシステム操作
等研修会

●
小中義

高特

指名

希士望

議義

演習等

4月 1日 ～

4月 11日
オンライン

孜

■

茉

段

2 事務の共同実施室長研修 ● 小中義 指 名
詩義

演習等
5月 30日 長崎県庁

教

一■

文

技

3
教育事務職員新規採用研修会<第
1期> ●

小中義

高特行
指 名

誌義

演習等

6月 26日 ～

6月 27日
長崎県庁

子

≡

女

枝

4 教育事務職員 (20年経過)研 ●
小中義

高特行
指 名

講義

演習等
7月 II日 長崎県庁

私

荏

一ズ

枝

教育事務職員 (25年経過)研 ● 小中義 指 名
講義

演習等
7月 II日 長崎県庁

状

言

求

校

6
教育事務職員新規採用研修会<第
2期 > ●

小中義

高特行
指 名

講義

演習等

9月 11日 ～

9月 12日
長崎県庁

孜

苫

栄

墳

7 教育事務職員2年 目(ステップ)研 ●
小中義

高特行
指 名

講義

演習等

10月 23日 ～

10月 24日
長崎県庁

歌

苦

栄

校

8 学校事務職員自主研修 ●
小中義

高特
希望

講義

演習等
近年 未 定

教

番

共

枝

No 研修講座名
対

面

リ

オ ア

ンル

ラ タ

イ イ

ン ム

オ

ン
デ

マ

ン
ド

対 象 方法 時期 場所
指標の視点

(主な該当)

ス

|

ジ

健康・生活づくリサポート事業 (講師
の派遣 )

● ●
小中義

高特
希望

講義

実習
通年

4ヽ、中、義

県立学校

散

基

栄

校

BE
BEHL
BE
I

1234

1234

1234

1234

2 安全衛生研修会 ● ● ● 中高特
指名

希望
諾 義 10月 下旬 長崎県庁

教

基

本

被

BEG
BEG

EFI」

34

34

34
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(3)義務教育課

No 研修講座名
対

面

)

オ ア

ン ん

ラ タ

イ イ

ン ム

オ

ン

デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場所
指標の視点
(主な該当)

ス

I

ジ

第 1回長崎県公立学校栄養教諭研
修会

● 小中義
悉曽

(初任)

講義

等
4月 下旬 長崎県庁

教

護

栄

校

EKLM
EGK

2 指導教諭研修会 ● 小中義 指名
講義

協議
5月 8日 長崎県庁

教

善

栄

校

CELO 4

3 臨時的任用教職員研修会① ● 小中義
指名

希望
講 義

協議
5月 27日 教育センター

敦

基

栄

校

AEHK
AEHK
AEHK

0

0

0

4 新任主幹教諭研修会 ● 小中義 指名
講義

協議

6月 26～

6月 27日
長崎県庁

教

番

栄

校

ABEH 0

5 長崎県の児童生徒の学力向上を図
る授業改善研修会

● 小中義 希望
講義
演習

7月 ～8月 県内複数会場

教

養

栄

校

HI」 1234

6 道俺教育パワーアップ研究協議会 ●
小中義
特

希望
講義

演習等
7月 ～ 10月 県内3会場

教

養

栄

校

HI」

EGK

1234

7
第2回長崎県公立学校栄奉教諭研

修会
● 小中義 指名

講義
演習

7月 29日 長崎県庁

教

甚

栄

枝

EKLM 1234

8 小学校外国語アップデ
=卜

研修 ● 小義 希望
講義

演習
8月 県内4会場

教

ヽ

米

校

HI」 1234

9 臨時的任用教職員研修会② ● 小中義
指名

希望

講義

協議
10月 23日 教育センター

萩

養

栄

校

AEHK
AEHK
AEHK

0

0

0

iO
第3回長崎県公立学校栄養教諭研
修会

● 小中義
悉曽

(初任)

講義
等

2月 上旬 長崎県庁

教

≦

栄

絞

EKLM l
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(4)高校教育課

(5)教育DX推進室

No 研修講座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

一フ

イ

ン

オ

ン

デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場 所
指標の視点
〈主な該当)

ス

I

ジ

I 高等学校教務主任研修会 (第 1回 ) ● 高 指 名
講義
協議

5月 20日 教育センター

教

呑

栄

校

EFG 234

2 臨時的任用教員研修会 ● 高 指名
講話
協議等

5月 27日 教育センター

教

拳

黄

核

ABC
ABC

0

0

3 高等学校進路指導主事研修会 ● 高 指 名
説 明

協議等
6月 10日 オンライン

教

答

末

校

EFN 1234

4
高等学校初任者研修 (教科研修

①)
● 高

悉曽

(初任)

講 義

協議等

6月 中旬～

7月 下旬
各県立高等学校

教

恭

栄

校

HI」

5
高等学校初任者研修 (教科研修

②)
● 萬

悉普

(初任)

講 義

協議等

10月 中旬～

11月 中旬
各県立高等学校

萩

萎

栄

検

HI」

6 高等学校教務主任研修会 (第 2回 ) ● 高 指 名
講 話

協議等
10月 27日 教育センター

敬

善

栄

校

EFG 234

7
高等学校及び特別支援学校 (高等

部)人権教育研修会
● 高特 希望

諾義

演習等
1月 15日 教育センター

教

一養

栄

校

ABO :234

8 研究指定校等に係る研究報告会 ● 高 希望
発 表

協議等
2月 3日 オンライン

教

養

栄

校

DEF 1234

No 研修講座名
対

面

リ

ア

ん

タ

イ

ム

・

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン
デ

マ
ン
ド

対 象 方法 時期 場所
指標の視点
(主な該当)

ス

I

ジ

遠隔授業支援員研修会 ● 高 指 名
講義
協議

4月 中旬 オンライン

秋

議

栄

校

AFGMPQ 1234

2 ICT教育推進教員研修会 ● 高 指 名
諾義

協議
5月 上旬 オンライン

敦

基

栄

技

AEFGPQ 1234

3
ICT活用推進に係るオンデマンド研

修
● 高 指 名

講義

演習

7月 下旬～

i2月 上旬
オンライン

教

養

栄

校

AGHI」PQ 1234

4 共通教科情報科研修会 ● 高特 希 望
講義

実習
iO月 上旬 教育センター

教

養

米

校

HIJP 1234

5 情報モラル教育研修会 ●
小中高

特
希望

講義
演習

10月 下旬 教育センター

秋

萎

栄

校

AGHI」PQ 1234
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(6)特別支援教育課

No 研修講座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン
デ

マ

ン
ド

対 象 方法 時期 場所
指標の視点
(主な該当)

ス

1

ジ

1 就学担当者等研修会 ●
市町
教委

指 名
講義

協議等
5月 12日 教育センター

敦

香

栄

校

FMNO 34

2 特別支援学校部主事研修会<前期
>

● 特 指 名
講義

協議等
5月 16日 教育センター

教

巷

栄

枚 EKM

3
特別支援学校教務主任研修会<前

期> ● 特 指 名
講 義

協議等
5月 26日 教育センター

教

差

栄

液

EHN 23

4 就学相談員等萎成研修会 ● 特 指 名
講義

演習
6月 9日 教育センター

萩

奉

募〈
横

0 3

5
特別支援教育次世代リーダー基成
研修 (I期 )

●
小中義

萬
指 名

講 義

協議等
6月 30日 教育センター

教

器

栄

校

EMO Z3

6
発逹障害等教育支援研修会(キャリ

ア・マネジメント編)
● 中義高 指 名

講義

協議等
7月 ～ 10月 県内各地

教

苔

栄

検

EMO 23

7 特別支援学校寄宿台指導員研修会 ● 特 指 名
講 義

協議等
7月 2て,日 教育センター

秋

養

栄

校

8 特別支援学フ険教育課程説明会 ● 特 希 望 講 義 8鳳 21日 オンライン

教

養

求

検

HIO

HIO

123

(7 特別支援学校進路指導主事研修会 ● 特 指 名
講 義

協議等
9月 26日 教育センター

教

養

氷

校

FMN 23

10 特別支援学校ICT推進教員研修会 ● 特 指 名
講義
協議等

iO月 6日 教育センター

教

着

栄

授

EH」 23

特別支援学校教務主任研修会<後

期> ● 特 指 名
講 義

協議等
10月 20日 教育センター

萩

養

栄

校

EHN 23

12
特別支援学校部主事研修会<後期
>

● 特 指 名
講 義

協議等
11月 21日 教育センター

教

器

栄

校 EKM

i3
特別支援教育次世代リーダー養成
研修 (Ⅱ 期)

●
小中義

高
指名

講 義

協議等
12月 5B 教育センター

教

｛

栄

枝

EMO 23

14 特別支援学校教頭・副校長研修会 ● 特 指 名
講 義

協議等
l月 23日 長崎県庁

教

養

末

校 BGM

15
発達障害等教育支援研修会(基礎

編)
●

幼小中
義高特

希望 講 義 7月 ～ 1月 オンライン

荻

喜

栄

扶

MO ,23
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(7)児童生徒支援課

(8)生涯学習課

No 研修講座名
対

面

り

オ ア

ン ル

タ

イ

ム

・

ラ

イ

ン

オ

ン

デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時

'視

場所
指標の視点
(主 な該当)

ス

I

ジ

小学校生活指導主任・中・高・特別
支援学校新任生徒指導主事。新任
教育相談主任研修会

● ●
小中義
高特

指 名
講義

演習
4月 24日 教育センター

教

〓

栄

校

KLMO 34

2 学校安全教室推進研修会 ●
幼小中
義高特

希望
講義

演習

7月 24日 ～

7月 25日
県庁

教

養

水

校

AFG 234

3 児童生徒の自殺予防研修会 ● ●
小中義

高特
希望

講義

演習
7月 I日 教育センター

秋

養

栄

校

KLM
G」M

234
234

4 カウンセリングリーダー基成研修会 ●
小中義

高特
指 名

講義

演習

7月 3:日 ～

8月 1日
県庁

教

基

栄

横

KLM
G」M

34

34

5 SC・ SSW配置校研修会 ●
小中義

高特
指 名 講 義

5月

(予 定)

オンデマンド

敦

番

栄

検

ELM 23

6
SC'SSW画 己邑校コーテ'ィ 不―夕等

合同研修会
● ●

小中義

高特
指 名

講義
演習

12月 中旬

(予 定)

県庁

(予 定)

萩

苺

栄

検

ELM 23

No 研修講座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン
デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場 所
指標の視点
(主な該当)

ス

I

ジ

I

長崎県社会教育スキルアップ講座
①

● ●
幼小中

高特行
希 望

講義

演習等
6月 6日 長崎県庁

敦

碁

栄

校

DFN
DF
DF
BDH

:234

1234

〕234

2
社会教育担当者・社会教育主事等

研修会
● ●

幼小中

高特行
希望

講義
演習等

7月 4日 長崎県庁

教

基

栄

校

DFN
DF
DF
BDH

〕234
〕234
〕234

3
社会教育主事講習(九州大学会
場)

●
幼小中

義高特
希望

講義

演習等

7月 21日 ～

8月 12日
九州大学他

教

岳

栄

検

DFIN 〕234

4 協働的パートナーシップでひらく地

域と学校の未来
● ●

幼小中

高特行
希 望

誌 義

演習等
9月 17日 長崎県庁

敦

苔

栄

校

DFN

3CDH

1234

5 司書教諭等研修会 ●
幼小中

義高特

指名

希望

詩義

演習等
9月 18日 長崎県庁

敦

益

栄

技

EFHI 1234

6 司吉教諭等スキルアップセミナー ● ●
幼小中

義萬特
希 望

講義
演習等

9月 18日 長崎県庁

教

茂

栄

校

EFHI

BEGK

1234

7 長崎県社会教育スキルアップ講座

②
● ●

幼小中

高特行
希望

講義

演習等
1月 28日 長崎県庁

教

基

栄

校

DFN
DF
DF
BDH

1234

1234

,234
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(9)体育保健課

No 研修講座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン
デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場 所
指標の視点

(主な該当)

ス

I

ジ

中堅養護教諭資質向上研修 ●
小中義

高特

悉曽

(中 堅)

講義

演習等
4月 ～ 10月 県内各地

教

養

共

校

A～M 2

2 中堅学校給食栄養管理者資質向上
研修

●
小中義

特

悉曽

(中 堅)

講義

演習等
4月 ～ II月 県内各地

れ

ま

栄

狡

A～M 2

3
小・中・高・特別支援学校保健主事

研修会※新任は受講捲須
●

小中義

高特

指名

希望
誇 義 4月

教

差

解（
校

EFH～O
EFH～M

1234

1234

4
公立学校新規採用養護教諭研修
く第I期～第4期〉

●
小中義

高特

悉曽

(初任)

講義

演習等
4月 ～ 1月

長崎県庁

県内各地

ま

養

ズ

技

A～M

5
学校における健康教育スキ,レアツプ
講座(I～Ⅲ)

●
小中義

高特

指名

希望
講 義 5月 ～9月

教

善

栄

校

EFH～O
EFH～M
EFH～M
BCE～ M

1234

1234

1234

6
学校給食 (食 に関する指導・衛生管
理)研修会

●
小中義

高特
希 望 講 義 6月 13日

教

基

栄

校

GMO
G」M
IKL

EFI

1234

1234

〕234

7
県立学校給食栄萎管理者・調理員

等研修会
● 高特

指名

希望

詩義
協議

8月 18日 長崎県庁

教

岳

栄

技

GHI 1234

体育・保健体育
指導力向上セミナー I

● 小義特 希望
講 義

実技
8月 長崎市

教

養

太

校

HI」 1234

9 体育・保健体育

指導力向上セミナーΠ
●

中義高

特
希望

講義

実技
10月 諫早市

教

〓杢

末

技

H劇 1234

iO 剣道指導者研修会 ●
中義

高特
希 望

講 義

実技
10月 ～ II月 開催地未定

教

き

栄

技

HI」 ,234

11 表現・ダンス指導者研修会 ●
小中義

高特
希望

諾義

実技
12月 開催地未定

萩

益

栄

校

HI」 1234
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(10)人権・同和対策課

(II)こ ども未来課

No 研修講座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン
デ

マ
ン
ド

対 象 方 法 時期 場所
指標の視点

(主 な該当)

ス

I

ジ

1 社会人権・同和教育地区別研修会 ●
幼小中

高特行
希望

詩義

演習等
6月 ～〔7月

①西海市
②諫早市
③島原市
④対馬市

教

養

栄

校

ASCM
ABC
ASC
ASC

1234

1234

1234

2
人権 '同 和教育指導者養成研修

(AI研修 )
●

幼小中

高特行
希望

諾義

演習

協議等

7月 ～8月
①西海市
②佐 町々
③対馬市

秋

基

栄

校

A8KM
AB
A8
ABL

1234

1234

1234

3
人権。同和教育指導者基成研修
(A2研修)

●
幼小中

高特行
希望

講義

演習

協議等

8月 オンライン

教

善

栄

校

A8KM
A8
A3
A8と

1234

1234

1234

4
人権・同和教育指導者養成研修(B
研修)

●
幼小中

高特行
希望

実践報告

協議等
(未 定) オンライン

教

碁

栄

校

ABKM
AB
AB
A8と

!234

,234

1234

5 人権教育中央研修会 ● ●
幼小中

高特行
希 望 講演 I月 30日 長崎県庁

教

養

栄

校

ABCM
ABC
ASC
ABCし

1234

1234

1234

No 研修講座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン

４
ア

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場所
指標の視点

(主 な該当)

ス

I

ジ

1 園長等運営管理協議会 ● 幼 希望

講義

保育参観

協議

6月 +2日 ～

6月 13日

長崎県庁

長崎大学教育学

部附属幼稚園

壮

■

栄

枚

2 幼児期の教育・保育力向上研修会 ● 幼 希 望
講 義

協議
3月 22日 ミライon図書館

数

丁

共

校

3 特別支援教育研修会 ● 幼 希望
講 義

協議
lI月 18日 長崎県庁

よ

ｉｔ

天

技
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6教育センター教職員研修計画 (今和6年 12月 現在 )

No 研修講座名
対

面

り

オ フ

ンプし

ラ タ

イ イ

ン ム

オ

ン
デ

マ
ン
ド

対 象 方法 時期 場所
指標の視点

(主 な該当)

ス

:

ジ

県立特別支援学校初任者研修 I ● 特
悉 曽

(初任 )

講 義

演習等
4月 15日 教育センター

2 県立高等学校初任者研修 I ● 高
悉曽

(初任)

講 義

演習等
4月 16日 教育センター

3
公立小・中学校中堅教諭等資質向上研
修 (II年 目)(全体研修)

● 」ヽ中
悉曽

(中 堅)

講義

演習等
4月 22日 教育センター

4
県立高等学校中堅教諭等資質向上研
修 (lI年 目)(全体研修)

● 中高
悉曽

(中 堅)

講義

演習等
4月 22日 教育センター

5
中堅養護教諭資質向上研修 (11年
目)(全体研修)

●
小中高

特行

悉曽

(中 堅)

講義

演習等
4月 22日 教育センター

6
中堅学校給食栄養管理者資質向上研
修 (11・ 12年 目)(全体研修)

●
小中特

行

悉善ヒ

(中 堅)

講義

演習等
4月 22日 教育センター

7
県立特別支援学校中堅教諭等資質向
上研修 (11年 目)(全体研修)

● 特
悉曽

(中堅)

講義

演習等
4月 22日 教育センター

8
免許外教科担任・講師のための授業づ

くり研修講座
● 中特 希望

講義

演習等
4月 23日 教育センター

9 県立学校新任教頭研修 I ● 高特 指名
講義

演習等

4月 23日 ～

4月 24日
教育センター

10 公立小・中学校新任教頭研修 I ● 小 中 指名
講義

演習等
5月 1日 教育センター

幼稚園等新規採用教員研修 I ● 幼
悉曽

希望

講 義

演習等

5月 12日 ～

5月 13日
教育センター

12 教育事務職員研修 (初任者研修) ●
小中高

特行

悉普

(物任)

講義

演習等

5月 14日 ～

5月 15日
教育センター

i3 県立高等学校初任者研修2 ● 高
悉曽

(初任)

講義

演習等

5月 14日 ～

5月 15日
教育センター

14 県立特別支援学校ユ刀任者研修2 ● 特
悉曽

(初任)

講義
演習等

5月 14日 ～

5月 15日
教育センター

15 公立中学校ユ刀任者研修 I ● 中
悉曽

(初任)

講義

演習等

5月 22日 ～

5月 23日 教育センター

16
公立学校教職経験 15年経過教員研修

(16年 目)<継続―前期> ●
小中高

特
指名

誌義

演習等
5月 27日 教育センター

,7 公立小学校初任者研修 I ● ′
Jヽ

恐曽

(初任)

講義

演習等

6月 28日 ～

5月 2(,日
教育センター
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No 研修講座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン
デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場 所
指標の視点

(主 な該当)

ス

I

ジ

18 重度 重複障害教育研修講座 ● 特
指名

希望

講義

演習等
6月 3日 教育センター

19 今求められる「学級経営」研修講座 ● 小中特 希 望
講義

演習等

6月 3日 ～

6月 4日
(外部)

20
小学校理科「問題を科学的に解決する

ために雖要な資質・能力を育お授業づ

くり」研修講座

● 小特 希望
議義

演習等
6月 5日 (外部)

21 公立小。中学校新任校長研修 I ● 小 中 指 名
議義
演習等

6月 10日 ～

6月 I十 日
教育センター

22 県立学校新任校長研修 I ● 高特 指 名
講義

演習等

6月 10日 ～

6月 II日
教育センター

23 県立学校新仕事務長研修 ● 高特 指 名
講義

演習等
6月 II日 教育センター

24
公立学校教職員4年 目研修<高等学校

教諭等> ● 高 指 名
講義

演習等
6月 12日 教育センター

25
子供とつながる子供がつながる人権教

育研修講座
●

幼小中

高特行
希 望

議義

演習等

6月 12日 ～

6月 13日
教育センター

26 教育事務職員研修 (3年 目研修) ●
小中高

特行
指 名

講義

演習等
6月 16日 教育センター

27
高等学校における特別支援教育スキル

アップ研修講座<継続―前期> ● 高
指名

希望

詩義

演習等
6月 16日 教育センター

28 複式教育研修講座 ● ● ′
lヽ 希望

講義

演習等
6月 17日 (外部)

29
教育リーダー育成研修講座<継続―l期

(1年 目)>
● 高特 指 名

諾義

演習等

6月 17日 ～

6月 18日
教育センター

30
自立活動の指導リーダー研修講座<継
続―前期> ● 特 指 名

議義

演習等
6月 23日 教育センター

31
教科を超えた探究的な授業づくリワーク

ショップ<継続―前期> ● ● 高特 希 望
講義

演習等
7月 9日 教育センター

32
公立小・中学校「次代を担うミドルリー

ダー」研修講座く継続-1年 目前期> ● 小 中 指 名
講義

演習等

7月 10日 ～

7月 11日
教育センター

33
中学校外国語科授業力向上研修講座
<継続―前期> ● 中特 希 望

講義

演習等
7月 11日 (外部)

34
実践につなげる不登校の予防と対A研
修講座

●
幼小中

高特
希望

講義

演習等
7月 11日 教育センター

35 県立高等学校ユ刀任者研修3 ● 高
悉皆

ヒ

(初任)

講 義

演習等

7月 14日 ～

7月 15日
教育センター
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No 研修講座名
対

面

り

オ ア

ンル
タ

イ

ム

・

ラ

イ

ン

オ

ン

デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場 所
指標の視点

(主な該当)

ス

I

ジ

36
公立小・中学校「次代を担うミドルリー

ダー」研修講座<継続-2年目前期> ● 小 中 指名
講 義

演習等
7月 15日 教育センター

37 県立特別支援学校初任者研修3 ● 特
悉曽

(初任)

講義

演習等

7月 22日 ～

7月 24日
教育センター

38 公立小学′l交物任者研修2 ● ′」ヽ
悉曽

(ネ刀任)

講 義

演習等

7月 24日 ～

7月 25日
教育センター

39

公立学校教職員26年目研修く2・ 5年

目特別支援学校教諭等、5年 目特別支
t麦 学校実習助手、5年 目寄宿舎指導員
>

● 特 指名
講義

演習等

7月 28日 ～

7月 2(7日
教育センター

40 公立中学校初任者研修2 ● 中
悉曽

(初任)

講義

演習等

7月 29日 ～

7月 30日
教育センター

41
公立学校教職員25年目研修く中学校
教諭等〉

● 中 指 名
講義

演習等

7月 31日 ～

8月 1日
教育センター

42
公立学校教職員2・ 5年 目研修く小学校

教諭等〉【Aグループ】
● ′

lヽ 指 名
諾義

演習等

8月 5日 ～

8月 6日
教育センター

43 特別支援学級担任及び通級による指
導担当者スキルアップ研修講座

●
小中高

特行
希望

講義

演習等
8月 7日 教育センター

44
公立学校教職員2・ 5年 目研修く小学校
教諭等〉【8グループ】

● ′Jヽ 指名
詩義

演習等

8月 7日 ～

8月 8日
教育センター

45
公立学校教職員4年 目研修<特別支援

学校教諭等> ● 特 指名
講義

演習等
8月 1(7日 教育センター

46
教育リーダー育成研修講座<継続-2期

(1年 目)・ 4期 (2年 目)>
● 中高特 指名

講 義

演習等
8月 22日 教育センダー

47 小学校昔楽科授業カアッメ研修講座 ● 小中特 希望
誌義

演習等
8月 28日 教育センター

48 教育事務職員研修 (5年 目研修) ●
小中高

特行
指 名

講 義

演習等
7月 5日 教育センター

49 教育事務職員研修 (10年経過研修) ●
小中高

特行
指名

講義

演習等
9月 5日 教育センター

50
公立小・中学校中堅教諭等資質向上研
修(II年 目)(校種別研修)

● 小 中
悉曽

(中堅)

講義

演習等

9月 10日 ～

(7月 II日
教育センター

51 いじめの予防と対A研修講座 ●
幼小中

高特行
希望

講義

演習等
9月 16日 教育センター

52 公立小・中学校新任教頭研修2 ● 小 中 指 名
講義

演習等

9月 17日 ～

9月 18日
教育センター

53 県立学校新任教頭研修2 ● 高特 指名
講義

演習等
9月 18日 教育センター
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No 研修講座名
対

衝

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン

デ

マ

ン

ド

対 象 方法 時期 場 所
指標の視点
(主 な該当)

ス

:

ジ

54
全校種対象「キャリア教育実践」研修講

座
●

小中高

特行
希 望

講 義

演習等
9月 19日 教育センター

55
中学校告楽科 高校芸術科 (音 楽)授
業カアップ研修講座

● ● 中高特 希 望
講義
演習等

9月 25日 教育センター

56
中学校技術・家庭科 (家庭分野)、 高校

家庭科教育研修講座
● 中高特 希望

講 義

演習等
9月 26日 教育センター

57
県立高等学校中堅教諭等資質向上研

修 (II年 目)(校種別研修 )
● 中高

怒曽

(中 堅)

議義

演習等

10月 2日 ～

10月 3日
教育センター

58
長崎の今を見つめる環境教育研修講

座
●

幼小中

高特
希望

講義

演習等
10月 3日 〈外部)

59
公立学校教職員3年 目研修く小学校教
諭等〉

● ′
lヽ 指 名

講義

演習等

10月 (7日 ～

10月 10日
教育センター

60
公立学校教職員3年 目研修く中学校教
諭等〉

● 中 指 名
講義

演習等

10月 14日 ～

10月 15日
教育センター

61
公立学校教職員3年 目研修<高等学校

教諭等、高等学校実習助手、文化財保

護主事、学芸員>
● 高行 指名

講義

演習等

10,]16日 ～

10月 i7日
教育センター

02
公立学校教職員3年目研修く特別支援

学校教諭等、基護教諭、栄基教諭、特

別支援学校実習助手、寄宿舎指導員>
●

小中高

特
指名

講義

演習等

10月 16日 ～

10月 17日
教育センター

63 幼稚園等新規採用教員研修2 ● 幼
悉 曽

希望

講義

演習等

10月 22日 ～

10月 23日
(外部)

04 幼稚園等中堅教諭等資質向上研修 ● 幼
悉曽

希望

講義

演習等
10月 23日 (外部)

●5
中学校数学科「数学的に考える資質

能力を育む授業づくり」研修講座
● 中特 希 望

講義

演習等
10月 24日 (外部)

66
高等学校における特別支援教育スキル

アップ研修講座<継続―後期> ● 高
指名

希望

講義

演習等
10月 29日 教育センター

67
小学校国語科「言葉による見方・考え

方を働かせる投業づくり」研修講座
● 小特 希望

誌義

演習等
10月 30日 (外部)

68
公立学校教職経験 15年経過教員研修

(16年 目)<継続―後期> ●
小中高

特
指 名

講義

演習等
10月 31日 教育センター

6(7 公立小・中学校新任校長研修2 ● 小 中 指 名
詩義

演習等
II月 4日 教育センター

70 県立学校新任校長研修2 ● 高特 指 名
講義

演習等
11月 4日 教育センター

71
中学校美術科・高校芸術科 (美術)「造

形的な見方・考え方を勘かせる授業づ

くり」研修講座

● 中高特 希 望
講義

演習等

11月 5日 ～

II月 6日
(外部)
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No 研修欝座名
対

面

リ

ア

ル

タ

イ

ム

オ

ン

ラ

イ

ン

オ

ン

デ

マ

ン

ド

対象 方法 時期 場所
指標の視点

(主な該当)

ス

I

ジ

72
中学校国語科「言葉による見方・考え

方を働かせる授業づくり」研修講座
● 中特 希望

講義

演習等
11月 6日 (外部)

73
小学校図面工作科 r造形的な見方・考
え方を働かせる授業づくり」研修講座

● 幼小特 希望
講義

演習等

II月 6日 ～

11月 7日
(外部)

74 県立特別支援学校中堅教諭等資質向
上研修(1+年 目)(校種別研修)

● 特
悉曽

(中 堅)

講 義

演習等

11月 6日 ～

II月 7日
教育センター

75
中学校理科「科学的に探究するために

兇要な資質靖ヒカを育む授業づくり」研
修講座

● 中特 希望
誌 義

演習等
11月 7日 (外部)

76
中学校社会科「公民としての資質・能カ
の基礎を育む授業づくり」研修講座

● 中特 希望
講 義

演習等
11月 10日 (外部)

77
公立学校教職員25年目研修<高等
学校教諭等> ● 高 指 名

講義

演習等

11月 10日 ～

H月 II日
教育センター

78
小学校算数科「数学的に考える資質
能力を育む授業づくり」研修講座

● 小特 希望
講義

演習等
II月 12日 (外部)

79
「コミュニケーション能力」を育む小学

校外国語教育研修講座
● 小中特 希 望

講義

演習等
II月 i3日 (外部)

80
公立学校教職員5年 目研修<高等学校
実習助手、碁護教諭、米養教諭、文イし
財保護主事、学芸員>

●
小中高

特行
指 名

諾義

演習等
II月 17日 教育センター

81
教科を超えた探究的な授業づくリワーク

ショップ<継続―後期> ● 高特 希 望
講義

演習等
II月 25日 教育センター

82 教育リーダー育成研修講座<継続-3
期(1年 目)>

● 高特 指 名
講義

演習等
12月 15日 教育センター

83
自立活動の指導リーダー研修講座<継

続―後期> ● 特 指 名
詩義

演習等
1月 16日 教育センター

34 県立高等学校初任者研修4 ● 高
悉 曽

(初 任)

講義

演習等

1月 19日 ～

1月 21日
教育センター

85
中学校外国語科授業力向上研修講座
<継続―後期> ● 中特 希 望

講 義

演習等
1月 21日 教育センター

86 県立特別支援学校初任者研修4 ● 特
悉曽

(物任)

詩義

演習等

I月 22日 ～

1月 23日 教育センター

87 公立小学校ユ刀任者研修3 ● ′
Jヽ

悉曽

(初任)

講義

演習等

1月 26日 ～

I月 27日
教育センター

88 公立中学校初任者研修3 ● 中
悉曽

(初 任)

講義

演習等

1月 28日 ～

1月 29日
教育センター

89
公立小・中学校 r次代を担うミドルリー

ダー」研修講座<継続-1・ 2年 目後期> ● 小 中 指 名
詩義

演習等

2月 4日 ～

2月 5日
教育センター
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特房」支援学級担任基礎研修講座 ●
小中特

行

名

望

指

希
講義
演習等

4月 I日 ～

I月 16日
オンライン

詩義
演習等

4月 1日 ～

l月 16日
オンライン

公立小・中学校通級による指導担当者
基礎研修講座

●
小中高
特行

名

望

指

希

特別支援学級及び通級による指導基
礎研修講座 (公立小・中学校管理職・

教務主任等)

●
小中高
特イ丁

希望
講義
演習等

4月 I日 ～

1月 16日
オンライン

オンライン今日的課題に対Aする人権教育研修
講座

●
幼小中
高特行

希望
講義
演習等

7月 1口 ～

1月 16日

高等学校における学習評価 ● 高特行 希 望
講義

演習等

7月 I日 ～

1月 16日
オンライン
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